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午前１０時００分 開議

○議長（馬場騎一君） 出席議員は定足数に

達しておりますので、２日目の本会議を開き

ます。

本日の議事は、お手元に配付しております

議事日程第２号をもって進めます。

─────────────────

◎日程第１ 市政に対する一般質問

○議長（馬場騎一君） 日程第１ 市政に対

する一般質問を行います。

お手元に配付しております一般質問一覧表

のとおり進めます。

８番天間勝則議員の登壇を願います。

○８番（天間勝則君） 皆さん、おはようご

ざいます。

通告に基づいて順次質問させていただきま

す。

今回の台風１２号の災害で亡くなられた

方、そして、被害に遭われた方に対し、衷心

より御冥福とお見舞いを申し上げます。早期

の復興・復旧を願うものであります。

そして、国会では政権交代がなされ、野田

総理大臣が誕生いたしました。新しい内閣も

始動しておりますが、総理大臣の考え一つ

で、各自治体に大きな影響があるわけであり

ます。まずは、震災、台風の被害の復興・復

旧、そして、福島原発の早期の収束に力を注

いでいただきたいと思います。

そのほかにさまざまな問題がありますが、

今、国難と言われております国、自治体をこ

れ以上低迷させることなく、一生懸命取り組

んでいただきたいと思います。そのようなこ

とを思いながら質問をさせていただきたいと

思います。

最初の質問でございます。スポーツ大会誘

致についてであります。

先般、北東北３県において全国高等学校総

合体育大会が開催されましたが、三沢市にお

いては競技大会はありませんでした。競技大

会はありませんでしたが、近場において十和

田市が空手道の会場になっており、全国から

選手を含め、応援団で十和田市、三沢市は宿

泊施設が満杯でありました。このような大会

一つとっても、経済波及効果は絶大だと思う

わけでございます。

そのほかに、青森市では体操・新体操、ソ

フトテニス、卓球、テニス、弘前市では登

山、相撲、バトミントン、剣道、八戸ではバ

レーボール、アーチェリー、むつ市において

はフェンシング。１カ月を通し、競技が行わ

れました。三沢市で競技種目があれば、経済

効果はより一層図られたと思うわけでありま

す。

そこで、期待したいことは、(仮称)三沢国

際交流スポーツセンターであります。国際規

格での施設と聞いておりますが、ぜひ早期の

実現を期待し、推進してもらいたいと思って

おります。

また、県内においても、県高校総体、中体

連等の競技は、三沢市では何年も開催されて

おりません。三沢市で開催できるよう努力す

べきだと考えます。

これからは、高規格の野球場をつくるとし

ても、莫大な費用が必要なわけでありますか

ら、厳しい面も多分にあると思うわけであり

ます。私は、的を絞って、既存の施設を有効

利用すべきだと考えます。

例えば、既存の野球場をソフトボール場と

して、女性に配慮した改装をして、誘致して

いく方策もあると思うわけであります。ま

た、ジュニア専用野球場として併用もできる

と考えるわけであります。

また、サッカー場も誘致のできる範囲で整

備し、大会の誘致を推進していくのも一つの

考え方だと思うわけであります。

そして、経済波及を促し、三沢市の商業の

活性化、そして、地場産品の消費の促進に努

めていくべきだと考えるわけであります。

スポーツ大会を通じ、まちの活性化に努め

ていくべき考えから、三沢市のスポーツ施設

は老朽化が進み、大会の規格に合わない施設

が多くなっております。スポーツ大会を誘致

できない現状です。三沢市の活性化の一つと

して、施設の充実を図り、スポーツ大会誘致
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に努めるべきだと考えますが、当局の考えを

伺います。

２問目の質問であります。ＭＧプラザの有

効利用についてであります。

三沢市の公共施設も老朽化が進み、今後、

建てかえの検討をしなければならない施設も

何カ所かあると思います。建てかえるとなる

と、国の交付金を要望しなければ、財政上厳

しいものがあると思いますが、現状、国とし

ても地域主権を進める中で、一括交付金制度

を進めてきており、上物に対しての交付金は

厳しさが増すだろうと聞いております。

その中で、既存の施設を有効利用できない

かということであります。例えば、ＭＧプラ

ザの一角を国際交流の場として、市民と外国

人が共有できる場所として、また、市民の安

らぎの場所として活用するのも一つの考えだ

と思うわけであります。市民の皆さんには、

利用価値の高い施設にすることが求められま

す。

以前、中心市街地活性化特別委員会の視察

で、静岡県藤枝市に参りました。これは、病

院跡地利用としての機能も含めております

が、藤枝市では、にぎわい再生拠点施設整備

事業として取り組み、土地は市から民間へ貸

し付け、建物は民間が施工し、３階フロア全

部を市立図書館として市が借り入れ、市民

サービスに努めております。そのほかに、１

階、２階は商業店舗、飲食、衣料、書籍、

４、５階は映画館の形態で進めております。

市民には利用価値の高い施設になっていると

いうことであります。

三沢市においても、今後、公共施設の建設

を検討するのであれば、建物の建設費、維持

管理の軽減のため、ＭＧプラザを有効利用し

て、そして、いろいろな角度から中心街活性

化に取り組むべきだと思うわけであります。

方向性として、スポーツの推進、健康まち

づくりに活用、コミュニティー、国際交流機

能の強化、リフレッシュによるまちの顔づく

りをして、楽しく浮き浮きする場所、ゆっく

り過ごせる場所、にぎわいのある場所を目指

し、官民一体となって取り組むことが肝要だ

と考えるところでございます。

このことを踏まえ、質問いたします。

三沢市の公共施設も老朽化が進み、今後の

施設に対しての施策を検討していく時期だと

考えます。ＭＧプラザを公共施設の経費節減

を含め、国際交流を基本として有効利用すべ

きだと考えますが、当局の考えを伺います。

３問目の質問であります。三沢市立病院の

応対についてであります。

三沢市立病院も移転してから１０カ月たち

ました。最初は、市民から入り口が狭い等の

施設に対する苦情がありました。また、病院

に従事されている方々も、はじめは、なれな

い施設機能で大変苦労されたと思います。現

在、機能を使いこなしているかは別として

も、市民からいろいろな苦情が聞かれます。

まとめますと、応対が悪いということで

す。事例はあえて申しませんが、会派として

もタウンミーティングにおいて多数の事例は

聞いております。

以前、私は、市民の方から市役所の窓口の

応対が悪いということで質問したことがあり

ますが、現在は、市民の方から市役所の窓口

の対応がとてもよいと聞いております。大変

うれしいことです。

私は、以前から言っておりますが、行政は

サービス業でなければならないということで

あります。上から目線で対応されると、市民

の方々も嫌な思いをされると思います。体質

改善をして、市民に好意を持たれる病院にし

ていくべきだと考えますが、当局の見解を伺

います。

以上、３点の質問であります。答弁のほう

をよろしくお願いいたします。

○議長（馬場騎一君） ただいまの８番天間

勝則議員の質問に対する当局の答弁を求めま

す。

市長。

○市長（種市一正君） おはようございま

す。

ただいまの天間議員さんの質問のうち、公
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共施設問題については私から、その他につき

ましては担当部長からお答えをさせますの

で、御了承願いたいと存じます。

御承知のとおりＭＧプラザは、当市中心市

街地活性化の拠点施設として、ＭＧインター

ナショナル株式会社が経営に当たり、さまざ

まな経緯を経て、今年３月に当市の出資する

第三セクターとして再出発をいたしたわけで

あります。

新体制となった同社におきましては、代表

者を含む役員の変更のほか、タウンマネ

ジャーを招き、経営のコンセプトを練り直す

とともに、６月の定時株主総会におきまし

て、米軍基地、アメリカ、インターナショナ

ルにとことんこだわった店舗経営を進めてい

く基本方針の再確認をしたところでございま

す。

このようなことから、テナントの入居基準

は、あくまでも同社のコンセプトに適する店

舗であることを条件としていることから、一

般の事務所の入居につきましてはお断りをし

ているところでございます。

また、来る１０月１５日と１６日、アメリ

カン雑貨、輸入雑貨、輸入食品を取り扱う店

舗のテストオープンを役員会で決定してお

り、これに合わせてイベントの実施や、新た

な施設名称を公募するなど、これまでのイ

メージを払拭するための経営戦略を推進して

いるところでもあります。

このように現在のＭＧプラザは、山積する

課題を一つ一つ解決しながら、最大限の経営

努力を続けていることから、同社の株主であ

ります当市といたしましても、他の関係機関

とともに、中心市街地活性化に対する協力を

進めてまいりたい、このように思っておりま

す。

さて、当市の公共施設が有する機能をＭＧ

プラザの空き区画に一部移行し、国際交流を

基本として有効活用ができないかという御質

問でありますが、申し述べましたように、コ

ンセプトに合致しない店舗がＭＧプラザ内の

賃貸スペースを経営的に占有することは、現

在のところ計画はございませんが、臨時的な

使用につきましては、現在においても空きス

ペースが利用されている状況にございます。

また、ＭＧプラザ内のコミュニティース

ペース部分につきましては、地域住民の生

活・文化の向上、あるいは共有の啓発を図

り、ひいては、商業地域全体を活性化する目

的もあり、研修会、講座、展示会、レクリ

エーション及び各種イベントなどの開催が可

能になっております。

ＭＧプラザの有効利用につきましては、ア

メリカンテイストの基本方針を守りながら、

コンセプトに沿った、いわゆるテナント誘致

を進めていくとともに、コミュニティース

ペース部分のさらなる有効活用による集客の

相乗効果をねらいつつ、たくさんの方が訪れ

る中心市街地の拠点施設を目指してまいりた

い、このように考えております。

私からは、以上であります。

○議長（馬場騎一君） 教育長。

○教育長（吉田 健君） 御質問のスポーツ

振興に伴うスポーツ大会誘致についてお答え

いたします。

全国大会や東北大会及び県大会クラスの大

規模なスポーツ大会の開催は、各地から選

手、役員の皆さん、あるいは関係者が多数当

市に来訪されることから、その宿泊や飲食に

係る消費など、経済的効果が見込まれ、ス

ポーツ振興はもとより、市の活性化にもつな

がるものと認識しております。

最近では、本年１月にアイスアリーナで、

全国各地から約５００人の選手、役員の皆様

をお迎えし、国民体育大会冬季大会スケート

競技が開催されたほか、８月には、武道館に

おきまして、東北各地から約１５０人の選

手、役員の皆様をお迎えし、東北総合体育大

会柔道競技が開催されたところであり、少な

からず経済効果があったものと考えておりま

す。

一方、大規模なスポーツ大会開催のために

は、その競技の規格や基準に合致した競技場

はもとより、十分な駐車場の確保など、良好



― 16 ―

な環境整備が求められているところでありま

すが、当市の各スポーツ施設は、特に総合体

育館については老朽化が著しく、施設が現行

の公式試合の規格にそぐわない現状となって

きております。

このような中、市といたしましても、各種

屋内スポーツにおいて公式大会の開催に対応

できる施設として、(仮称)国際交流スポーツ

センター建設計画を策定し、現在、その実現

に向けて関係機関と協議を進めているところ

であります。

今後におきましては、現状の施設のままで

も開催可能な大会については、引き続き誘致

活動の推進を図るとともに、その他体育施設

につきましても、主催競技団体や、幅広くス

ポーツ関係者の御意見、御要望を伺いなが

ら、各施設の改修の方向性について検討を進

め、各種スポーツ大会の誘致に努めてまいり

たいと考えております。

以上でございます。

○議長（馬場騎一君） 病院事務局長。

○三沢病院事務局長（大澤裕彦君） 市立三

沢病院の応対についてお答えいたします。

当院では、質の高い医療と、よいサービス

を提供し、地域住民から愛され、信頼される

病院を目指すことを基本理念に掲げておりま

す。

このことを実行するため、患者さん及び来

院者に対する接遇の向上を図る目的で、サー

ビス向上委員会を院内に設置し、医師を含め

た全職員の接遇研修を実施しているほか、窓

口を担当する医療事務員も毎月研修を行い、

それぞれが自覚を持って患者さんに接するこ

ととしております。また、院内に、あなたの

声という投書箱を設置し、来院者から広く御

意見、御要望を伺い、できる限り対応してい

るところでございます。

しかしながら、御指摘のような御意見があ

りますことは、いまだ改善の余地を残してい

るものと真摯に受けとめ、今後とも病院ス

タッフが一丸となってサービスの向上に努力

し、患者さんが安心して治療を受けられる病

院を目指してまいります。

○議長（馬場騎一君） ８番。

○８番（天間勝則君） それでは、再質問さ

せていただきます。

今、病院のほうで、これからも継続して

サービス向上の研修をより一層強めて行って

いくというふうなことでありますので、ぜひ

よろしくお願いしたいと思います。

ＭＧプラザの有効利用についてであります

けれども、今、大変ＭＧプラザに関しては、

いわゆる駐車場がないというふうなことで、

テナントも、また、それにかわる道路の都合

もあるのでしょうけれども、客入りが、いわ

ゆる活発ではないというふうなことでありま

す。

テナントをこれから募集していくのであれ

ば、やはり駐車場をどのように整備していく

のか、その辺をお聞かせいただきたいと思い

ます。

そして、何につけても駐車場というのは、

いろいろな、今、サークルなり何をやるにし

ても、駐車場というのは、必ず車で来るもの

ですから、必要になってくると思うのです。

だから、やはり駐車場というような部分をど

のように市として考えているのか。

そして、今、既存にあります働く婦人の家

とか青少年勤労ホーム、大変サークルといい

ますか、そういった利用者が大変多いという

ふうなことであり、総勢で何千人利用してい

る。これは、無料というようなこともあろう

かと思いますけれども、そういった機能も考

えながら、ＭＧプラザというものを将来的に

有効利用できないものかというふうなことも

含めて質問したいというふうに思います。

スポーツ誘致については、これからもス

ポーツの誘致をしていくと。冬季のアイスア

リーナについては大変利用度が高いことは、

前にも私も質問の上で話させていただきまし

た。

ただ、やはり夏季のスポーツ、屋内スポー

ツに関しては、なかなか利用というか、そう

いう誘致の対象にならないというふうなこと
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であります。

そこで、私が先ほど一般質問の中で言いま

した、既存の野球場をソフトボールに置きか

えて誘致していくのも一つだと思いますが、

それとあと、サッカー場の整備とか、その辺

のこれからの見通しといいますか、考え方は

持ち合わせているのか、いないのか、その辺

をお伺いしたいと思います。

以上、この２点でございます。

○議長（馬場騎一君） 副市長。

○副市長（大塚和則君） ＭＧプラザの関係

の再質問についてお答えをいたします。

議員おっしゃるとおり、駐車場の関係につ

いては、非常にさまざまな方からいろいろな

御意見をいただいておりまして、どうしても

やっぱり駐車場のスペースが足りないという

ような意見がございます。

そのことについては、今後、駐車場の確保

についてどのようにやるかということは、た

だいま検討中でございます。さまざまな御意

見を踏まえながら、駐車場の確保をできるだ

け図っていきたいと、このように考えており

ます。

また、先ほど市長のほうから答弁がござい

ましたが、公共的スペースを有効活用という

ことで市長のほうから答弁がございました

が、今、さまざまな実態で、議員のほうから

働く婦人の家の活用が非常に活発だというよ

うなお話がございます。市民グループの皆様

が、例えばフラダンスをされている方が定期

的にＭＧプラザの中の公共的スペースを使い

ながら、そういう活用を図っている事例もご

ざいます。

若干の電気代等、そのぐらいはいただい

て、たくさんの方が公共的スペースを使って

いただけるような活用方法というものについ

ても、これはＭＧプラザのほうでいろいろ検

討させていただいておりますので、そういう

有効活用も図ってまいりたいというふうに考

えております。

以上でございます。

○議長（馬場騎一君） 教育長。

○教育長（吉田 健君） 各施設の改修の方

向性の検討並びに施設の兼用についての再質

問であったと思いますが、二つに分けてお答

えしたいと思います。

まず、現在のところの各施設の改修の方向

性についてのお答えをいたします。

現在のところ、特にいつまでとの期限は考

えておりませんが、近年、各体育施設におい

て、大小を問わず修繕の必要が生じておりま

すことから、今後は総合的な各施設の修繕計

画を立てるべく考えであるところでございま

す。その過程において、スポーツ大会誘致も

考慮しつつ、スポーツ関係者等の御意見、御

要望を伺いながら、計画を策定してまいりた

いと考えております。

それから、先ほど野球場とソフトボールの

例を出して、兼用の件についての御質問でご

ざいました。これについては、ソフトボール

の公式試合については、正式な野球場を公式

試合で使っている、または会場にしている試

合は一切ございません。理由は二つございま

す。

一つは、規格が全く違うということ。特

に、ピッチャーのマウンド等、全部固定化し

ていますので。ソフトボールと野球は、野球

が１０だとすれば、その３分の２の広さで試

合をしないといけません。並びに、内野は全

部土のグラウンドでなければいけません。マ

ウンドは全部フラットでなければいけませ

ん。ホームランのフェンス、それから、例え

ばバックネット等、そういうふうなことで、

正式なソフトボールの試合は、多目的グラウ

ンドといいまして、芝生と土を組み合わせた

ような施設。青森県でいいますと、八戸市、

弘前市が、１会場で一緒に２試合できるよう

な多目的グラウンドを持っています。

そういうようなことから、ソフトボールの

例えば専用会場ということで考えた場合、こ

のような多目的グラウンドという形できちん

と整備をしていかないといけない状況にある

と思います。そういうようなこともこれから

検討していきたいなと、こう思っておりま
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す。

以上でございます。

○議長（馬場騎一君） ８番。

○８番（天間勝則君） これから、そういう

ふうな事情というふうな、スポーツ大会誘致

については、既存の施設はそういうふうない

わゆる規格等の理由により難しいというふう

な話でありますけれども、やはりスポーツを

通じて三沢市の活性化というものは図られる

わけでありますから、ぜひ前向きに検討して

いただきたいというふうに思います。

最後に、ＭＧプラザの駐車場に関して、ど

こを駐車場にするのだというふうなときは、

かなりあの辺を見渡しても、ここがいいなと

いうところはなかなか、自分なりの目では確

認することはできないのですが、やはりどう

しても目につくことは、アメリカ広場がどう

にか使えないかと、いわゆるイベントをしな

いときだけでも、そういう駐車場に使えない

かというふうなことをちょっと考えるわけで

すが、いろいろな問題はあると思いますが、

その辺は市のほうでは考えておられるのかど

うか、その辺をお聞きしたいと思います。

○議長（馬場騎一君） 答弁願います。

副市長。

○副市長（大塚和則君） ＭＧプラザの駐車

場の件の再々質問にお答えをさせていただき

ます。

先ほど、さまざまなことについて検討させ

ていただいているということの中に、広場の

活用ということも念頭に入っております。

ただ、議員おっしゃるとおり、これはさま

ざまな制約がございますので、国のほうの補

助金をいただいてやっておりますので、国の

担当府、具体的には内閣府のほうと今さまざ

ま協議を続けているところでございます。

以上でございます。

○議長（馬場騎一君） 以上で、８番天間勝

則議員の質問を終わります。

それでは、一般質問を次に移ります。

１２番野坂篤司議員の登壇を願います。

○１２番（野坂篤司君） おはようございま

す。

９月４日、台風のさなか、奇跡的に日本晴

れになりまして、航空祭の中であのミス・

ビードルがラストフライトを見事なし遂げ

た。大変私は感動しております。あのミス・

ビードルを、三沢市長の英断で８０周年の再

現フライトをした市役所の方々の苦労は大変

なものだと私は思い、心から感謝申し上げ

る、その思いであります。

私は、好きな言葉に、人間はきのうに行っ

た人はだれもいない、人は常にあしたにしか

生きれないものだという言葉があります。常

に未来志向で議会の質問をしたい。会派もみ

さわ未来であります。

みさわ未来の野坂篤司が、通告に従いまし

て一般質問をさせていただきます。

はじめに、再生エネルギー発電問題につい

て質問をさせていただきます。

既に御案内のとおりでありますが、８月２

６日の国会において、再生可能エネルギー特

別措置法が全会一致で可決、成立されまし

た。これは、３月１１日、いわゆる地震発生

の当日の直前に、電気事業者による再生可能

エネルギー電気の調達に関する特別措置法

案、大変長い法案ですが、いわゆる再生可能

エネルギー促進法が閣議決定され、第１７７

国会に提出されていたものを修正し、政局絡

みで成立したものであります。

この法律は、来年７月の施行に向けて動き

出したことは事実であります。我が国の国政

レベルでの駆け引きはともかくとして、人類

にとって、資源とエネルギーが一番重要であ

ると認識しているところであります。

私は、特に原子力エネルギーは、その量と

他のエネルギーとのバランスは議論の余地が

あるとしても、その必然性は否定できるもの

ではないと思っているところであります。と

りわけ、再生可能エネルギーにつきまして

は、その利用可能性に夢物語的に猛進する部

分を否定したとしても、その必要性はますま

す高まってきており、その利用性の追求は人

類共通の責任であり、未来への責任でもあり
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ます。

三沢市は、実にタイミングよく、昨年度、

三沢市地域新エネルギービジョン策定委員会

を立ち上げ、ことし２月に三沢市地域新エネ

ルギービジョン報告書が市長に提出されまし

た。

報告書では、三沢市のとるべき方向とし

て、三つの柱を提唱しております。第１に、

各家庭や事業所における再生可能エネルギー

利用に対する施策。第２に、市役所や避難所

あるいは学校などの公共施設における再生可

能エネルギー利用に対する施策。第３に、三

沢市の特異性と優位性を生かした大型太陽光

発電、メガソーラー施設等の誘致でありま

す。

再生可能エネルギー特別措置法は、発電エ

ネルギーを全量定額買い取りを定めた法律で

あります。まさしく再生可能エネルギーの導

入を促進する起爆剤であり、千載一遇の機会

が訪れたと言えます。この機会を逃すことは

絶対あってはならないものと思っておりま

す。

そこで、お尋ねをいたしますが、はじめ

に、６月議会で奥本議員の質問に対し、新エ

ネルギー導入促進のための協議会の設置に向

けまして、市がリーダーシップをとって、現

在、作業を進めていると答弁しております

が、新エネルギー利活用施策を実現するため

の今年度の基本方針と行動計画がどのように

なっているのか、伺います。

次に、三沢市には２９０ヘクタールに及ぶ

広大な進入面下移転跡地があります。この移

転跡地の有効活用として、国みずからが国家

のエネルギー施策を示す最高の機会であると

思います。

そこで、三沢市として、報告書に基づき、

メガソーラー施設及び太陽光パネル製造工場

などの誘致に取り組む考えがあるかを伺いま

す。

次に、三沢市体育協会法人化問題について

質問させていただきます。

近年、全国の体育協会では、法人化し、体

育協会が独立して公の施設の指定管理者制度

に公募し、指定管理者として業務を請け負

い、管理・運営をする事例が多く見られてお

ります。

青森県でも、十和田市や弘前市など積極的

に大会を誘致するなど、多くの成果を上げて

います。

ちなみに、一例を申し上げますと、十和田

市では、１６施設を１億３７１万７,０００

円で指定管理を請け負っております。その市

内の体育施設を管理・運営しておる十和田市

体育協会の方からお話を伺いました。そうし

ますと、その方は、体育協会が施設を運営す

ることの最大の効果、利点は、自分たちの施

設を自分たちで運営する。つまり、その協会

の会員の方が自分たちでやるという部分が愛

着があるわけです。そのことが一番の利点で

あると感想を述べております。

三沢市の体育施設指定管理料は、１３施設

を１億８,６０７万３,０００円で運営し、十

和田市よりも８,２３５万６,０００円多い予

算であります。これは、十和田市にないアイ

スアリーナの管理料が大きな比重を占めてい

るものと思いますが、この予算を見ただけで

も、管理・運営が可能な予算だと思います。

弘前市では、県営武道館も指定管理を受け

ているわけであります。平成２５年度には、

現在の指定管理の契約が終了し、平成２６年

４月１日から新しい指定管理者が決まってい

くようになります。２３年度が終わります

と、あと２年しかありません。

先進事例を見ても、体育協会の独立、一本

立ちは、行政の指導・協力が必要不可欠であ

ります。しかも、平成２４年度重点事項に関

する要望書の新規要望として、(仮称)国際交

流スポーツセンター建設を掲げております。

市民の皆さんをはじめ、スポーツを愛好す

る人たちは、体育協会が今のままの体制でい

ることを望んでいないと思います。三沢市体

育協会の発展と施設の充実のためにも、競技

施設に愛着のある協会員が各管理・運営をす

ることが望ましいと思いますが、三沢市体育
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協会の法人化を含め、三沢市がどのように考

えているか、伺います。

次に、三沢市表彰問題について質問させて

いただきます。

三沢市の表彰には、体育功労賞とか文化功

労賞等がありますが、その指導者に対する功

労賞は、各団体に所属し、その団体からの推

薦によることになっております。

三沢市体育功労者の表彰に関する基準を見

れば、このように書かれております。

第２条、表彰の基準。一つとして、スポー

ツ競技団体の指導者育成に著しい功績のあっ

た者、２０年以上の実績と書いてあります。

二つ目としては、三沢市体育協会役員として

の、その運営、発展に功労があった者、１５

年以上の実績。３番目として、前各号に定め

るほか、特にスポーツ振興に功労があり、表

彰することを適当と認められる者。

第４条、被表彰候補者の推薦。関係機関ま

たは団体は、表彰に該当する候補者につい

て、三沢市体育功労者の顕彰に係る推薦書を

提出するものとするとなっております。

このようになっておりますが、推薦する団

体がなく、競技団体に属していない人でも、

毎日熱心に指導している人がいます。本人は

表彰をもらいたくて指導しているのではあり

ませんが、子供がただただ好きで、スポーツ

が好きで、ただそれだけで熱心に指導してい

るのだと思います。だからこそ、そのような

人たちを広く三沢市民の人たちに紹介すべき

であると思います。

しかしながら、そのように頑張っている、

いわゆる縁の下の力持ちに光が当たる機会が

少ないと思います。人間が一番幸せな瞬間

は、人から認められ、褒められる瞬間だそう

であります。つまり、人からありがとうござ

いますと言われるようなことなのでありま

す。名もない指導者にありがとうございます

というような表彰制度を考えるべきだと思い

ますが、そのことについて伺います。

以上で、私の質問を終わります。御清聴あ

りがとうございました。

○議長（馬場騎一君） ただいまの１２番野

坂篤司議員の質問に対する当局の答弁を求め

ます。

市長。

○市長（種市一正君） ただいまの野坂議員

さんの御質問のうち、再生エネルギー発電問

題についてお答えをいたします。

再生可能エネルギーの利活用促進につきま

しては、太陽光、風力等の自然エネルギーを

用いて発電される電気、一定期間一定価格で

電気事業者が買い取ることを義務づける、電

気事業者による再生可能エネルギー電気調達

に関する特別措置法、いわゆる再生可能エネ

ルギー特別措置法が、議員おっしゃるよう

に、去る８月２６日に成立をしたところであ

ります。

震災後の電力供給不足の影響、あるいは産

業活動等における影響等により、国民の関心

も高まっているものと考えております。

こうした状況の中で、当市といたしまして

も、豊富に存在する再生可能エネルギーを当

市固有の財産ととらえ、自然環境の変化や経

済情勢の今後の動向等、将来を見据えつつ、

三沢市地域新エネルギービジョンをもとに事

業を進めてまいりたいと、このように考えて

おるわけであります。

御質問の第１点目、新エネルギー利活用施

策を実現するための今後の対応についてであ

りますが、今年度におきましては、１０月か

ら庁内において事業推進にかかわる課題抽出

や問題整理を行い、その後、市民、事業者及

び行政機関等で組織する(仮称)三沢市新エネ

ルギー推進協議会を設置し、太陽光、風力及

び温泉熱の各エネルギー利活用推進プロジェ

クトを進めていくほか、避難所等の公共施設

等への導入、あるいは環境・エネルギー教育

のプログラム化、相談窓口の設置など、普及

啓発活動プロジェクトの具現化に向けまし

て、事業展開をしていく予定としておりま

す。

２点目のメガソーラー施設及び太陽光パネ

ル製造工場等の誘致について取り組む考えは
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あるかについてでありますが、再生可能エネ

ルギー特別措置法の施行によりまして、今

後、各地域におきましてメガソーラー設置計

画や関連企業の誘致活動が活発化するものと

考えられますが、当市におきましても、今年

度の県に対する重点事業に関する要望におき

まして、最重点要望事項の一つとして強く要

望したところであり、今後におきましても、

(仮称)三沢市新エネルギー推進協議会が中心

となりまして、市民教育研究機関、事業者及

び行政が協働・連携をとりながら、今後のま

ちづくり計画、そして、地権者との調整等、

種々の問題を解決しつつ、誘致の実現に向け

ましてステップを上ってまいりたい、このよ

うに考えております。

私からは、以上であります。

○議長（馬場騎一君） 教育長。

○教育長（吉田 健君） 体育協会法人化に

ついての御質問にお答えいたします。

三沢市体育協会は、昭和２８年４月に、１

１の加盟団体をもって大三沢町体育協会とし

て創立して以来、歴代の会長をはじめ、役員

並びに関係者の御尽力を賜り、現在では３７

の加盟団体を有する任意団体として、その活

動を通じて、当市のスポーツ振興に寄与して

いるところであります。

体育協会の法人化についての県内他市の状

況は、財団法人になっている市が５市、ＮＰ

Ｏ法人となっている市が２市、法人化してい

ない市が当市を含めて３市となっており、法

人化をしている７市のうち５市では、一部の

体育施設の管理にかかわっている状況となっ

ております。

このような中で、現在、当市の体育施設の

管理・運営は、指定管理者制度を導入して

行っておりますが、現在のところ適正に管

理・運営されており、特段問題はないものと

認識しております。

体育協会の法人化につきましては、市体育

協会の意向を踏まえつつ相談してまいりたい

と考えております。

いずれにいたしましても、今後、体育施設

の管理・運営のあり方については、何よりも

市民の皆様のニーズや利便性を第一義と考

え、調査・検討してまいりたいと考えており

ます。御理解を賜りたいと存じます。

次に、三沢市表彰問題についてお答えいた

します。

三沢市教育委員会所管の表彰の種類といた

しましては、文化部門として、三沢市文化

賞、文化功労賞、文化奨励賞、体育部門で

は、三沢市体育功労賞を授与しております。

また、児童・生徒を対象として、少年少女文

化奨励賞やスポーツ優秀賞、スポーツ賞、ス

ポーツ奨励賞を授与しているところでありま

す。

お尋ねの文化、体育の功労関係の賞につき

ましては、基本的には、表彰基準を満たした

候補者を毎年、関係機関または団体より推薦

していただき、文化部門については社会教育

委員の会議、体育部門についてはスポーツ振

興審議会にそれぞれ諮問した上で、教育委員

会が受賞者を決定しているところでありま

す。

このことから、団体に所属していない方に

ついては、なかなか掌握できなかったところ

でありますが、今後におきましては、当市の

文化、スポーツの振興に顕著な業績があった

方々を幅広く顕彰できますよう、各連盟や各

学校にも推薦の照会をするとともに、広報み

さわやマックテレビを通じて、市民の皆様に

表彰の趣旨や推薦方法などの周知を図ってま

いりたいと考えております。

以上でございます。

○議長（馬場騎一君） １２番。

○１２番（野坂篤司君） 再質問をさせてい

ただきます。

エネルギー問題でありますが、先ほどのお

答えの中から一つ。

今、三沢市は、報告書によっても、三沢市

が環境・エネルギー産業創造特区に位置して

おります。この三沢市の今の考え方からいっ

て、環境・エネルギー産業創造特区に位置し

ているこの条件に対し、どのような行動でこ
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たえていくのか、それを利用していくのか

を、まず第１点でお答えいただきたいと思い

ます。

次に、協議会の設置ということであります

が、今この時期、来年の７月に、どんどんそ

れが入ってくるわけであります。そうする

と、その協議会がいつ発足して、どういうメ

ンバーで、どのような行動の基本といいます

か、具体的なものをどんどん出して、国に、

それからいろいろな企業にも、こういう条件

があるのですよということでアピールしてい

かなければいけないわけですから、非常にこ

れは時間を争うといいますか。

先ほど市長が答弁されましたけれども、全

国がそういうことに対して集中し、孫さんが

言うように、今、農地を買い上げて、農地を

やるのだと。これは私はおかしいと思いま

す。農地は食料を生産する場でありますか

ら、まず国有地からやっていかなければいけ

ないという利点が三沢にあるわけです。

ですから、三沢市としては、一番、国有地

があるというところの利点をどんどん、いろ

いろな発信をしていかなければいけないとい

うことを具体的に計画をしていかなければい

けない。そのことに関して具体的になってい

るかどうか。来年７月になるわけですから、

その前に勝負が決まってしまうということを

御理解いただきたい。この２点を再質問させ

ていただきます。

あと、スポーツの関係ですが、体育協会の

話であります。

先ほど教育長のお話ですと、何も問題がな

いのでという話でありました。問題がなけれ

ばよいのではないのですね。もっとよくする

ためにどうするかという話なのです。

たまたま聞くところによりますと、十和田

市のほうに行って聞いてきましたが、私もい

ろいろな協会に入っております。協会員がそ

の施設を担当し、年４回、全員参加して掃除

しましょうよと。全協会員が、例えば野球協

会なり、アイスホッケー協会とかバレー協会

とかいろいろあると思うのですが、その人た

ちが無償で、ボランティアで、その施設を掃

除しましょうよとか、そういうことをやって

いるそうであります。そういうことによっ

て、自分たちの愛着が出てくるわけです。

私は、体育施設に関しては、いわゆる指定

管理のための経費を削減するといいますか、

そういうことのためにやっているのではない

と思っております。よくあるのですが、いろ

いろな体育施設を使いたいと言ったら、汚す

から使わせないと言われたと、これは妙な話

なのですね。いっぱい使って、どんどん使っ

て。私は、基本的に、こういう施設に関して

は、使われないでさびつくよりも、使われて

すり切れたほうがいいという言葉があるので

すよ。どんどん使っていただく。

ちなみに、大変申しわけないのですが、今

回の県民体育大会では、残念ながら三沢市は

１０市のうちの１０位でありました。これは

悲しいなと。三沢市は、私の昔の商売からす

ると、結婚適齢期の人が一番多いのです。人

口の割合に婚姻件数が一番多いのが三沢であ

ります。次が車力で、次がむつとなっており

ます。これは若い人がいるということなので

す。その若い人がいるところで、１０位とい

うのは悲しいなと。ぜひ体育協会が一本立ち

をし、市からいろいろ補助金も入っておりま

すが、少しであります。それをきちっと形に

なって、いや、２５０万円ぐらいですか、十

和田も同じぐらいなのですね。

ですから、私は、いい方向で考えてくれと

言っているのです。今、問題がないと言って

いるのではないのです。あと２年なのです

よ。私は、体育協会の法人化ということで、

指定管理が云々かんぬんという話の中では、

経費問題よりも、三沢市の健康維持だとか、

体育協会をどんどん進めていくとか、愛好者

をふやしていくとか、そういう利用者をふや

すという観点から考えていかなければいけな

い。その点について、ぜひ教育長から自分の

考え方を、そういう観点から考えないかとい

うことであります。

それから、表彰問題でありますが、私は、
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今まではいいのですよ。今まではいいので

す。でも、これから、こういう人たちもたく

さんいます。あることを聞いたら、学校で

コーチしている人は、学校で表彰しておしま

いですよと、これはわかります。わかります

が、いろいろな意味で、文化でもスポーツで

も、学校で一生懸命、好きでやっているので

す。でも、学校でもらうというのと、市でも

らうというのとでは全然違うのですよ。ぜひ

そういったことも含めて、もっと強化するた

めに具体的な話をお答えいただきたいなと。

この三つを再質問させていただきます。

○議長（馬場騎一君） 答弁願います。

経済部長。

○経済部長（中野渡 進君） 野坂議員さん

の再生エネルギー問題の再質問についてお答

えいたします。

まず、第１点目の環境・エネルギー産業創

造特区の関係ですけれども、環境・エネル

ギー産業創造特区につきましては、むつ小川

原地域及び八戸市で計１３市町村がこの特区

の対象となってございます。

この特区の規制の特例措置でございますけ

れども、現実的には、埋立地の所有権移転の

制限とか、あるいは国有林野の利用の関係の

面積の上限の制限とかということがございま

す。

この特区の中で活用しているところは、八

戸港のポートアイランドが埋立地の関係で利

用しておりますし、あと、国有林野の面積上

限につきましては、六ヶ所村の二股風力発電

の会社のほうで、この特区の規制の特例措置

を利用してやっております。

三沢市の場合は、現在のところ、国有地、

移転跡地等を想定してございますので、この

特区の特例措置については該当しないという

ふうに考えてございます。

それから、第２点目の協議会の関係でござ

いますけれども、時期とかメンバーというこ

とでございますけれども、現在、庁内の検討

会議の中で、予算なり規模なり、事業者なり

ということを検討した上で、協議会を年度内

の早いうちに設置する予定となってございま

す。

そのメンバーにつきましては、公募により

まして、市民の方、それから、発電設備等事

業者の方、国、県、市の行政機関で構成いた

しまして、大学等の研究機関との連携をして

進めていく予定になってございます。

この協議会の中で、それぞれの課題等を整

理していって、早い時期に要望等をまとめる

ような計画で進んでございます。

以上でございます。

○議長（馬場騎一君） 教育長。

○教育長（吉田 健君） 再質問にお答えい

たします。

現在のところ、法人化を指導する考えはな

いかと、その裏には、ただ管理・運営をする

だけではなくて、スポーツ振興という、愛着

というようなことも考え合わせて、どのよう

なものかと、こう承りましたが、それについ

てお答えいたします。

今現在、当市では、平成２２年５月改正の

三沢市指定管理者制度運営方針に沿って、体

育施設、文化施設においては管理・運営を

行っておりますことから、どうしても体育協

会に管理をお願いする状況にはないものと考

えております。このように、他市とは状況が

違うということで御理解いただきたいと思い

ます。

ただ、一方、先ほど言いましたように、各

団体の皆さんが、例えば自分で使っている球

場またはグラウンドをボランティアで整備等

をきちんとする。これは、私が見ている限

り、どの種目もきちんとやってくれているも

のと今は見ております。

例えばテニスコート、今、車いすの大会が

ございますが、練習が終われば、全部コート

ブラシをきちんとかけて、ほとんど管理の方

が確認するのみというようなことがあると思

います。

野球場一つ見ても、終わった後、大人はと

もかくとして、小学生の果てまで、トンボを

きちんとかけて、そして、次に使う人のため
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に、きちんと球場をもとどおりにして返し

て、今、使っているような状況であると思い

ます。

このようなことから、スポーツ活動の推進

ということでは、今後、体協のほうから御要

望があれば、委員会としては、さまざまな手

だてをして、最大限、やるべきことはすべて

応援していきたいなと思っております。

それから、県民体育大会が今回は１０位で

なかったかと出ましたが、これは実は期間が

三沢のお祭りとバッティングしまして、本当

は三沢としては動かしていただきたかったの

ですが、どうしても県全体の行事なものです

から、予定したレギュラーが出られない。そ

してまた、ミニ国体と重なった競技が多数ご

ざいました。ミニ国体というのは、県のチャ

ンピオンが東北６県でやる競技ですから、そ

の選手が抜けておりました。そんな意味で

は、各専門競技ともベストのメンバーでは臨

めなかったと。

過去においては非常にいい成績をとってお

りますので、そういうようなところを今後う

まく調整して、各専門部からの意見をまたお

聞きして、県とも調整していきたいなと、こ

う考えております。

次に、三沢市表彰問題についてでございま

すが、団体に所属していなくても、例えば体

育功労賞がもらえるものですかと、これにつ

いては、イエス、ノーで言えばイエスでござ

います。

理由は、例えば、表彰には団体に所属して

いなければならないとの条件はありません。

そして、表彰の基準を満たしていれば、個人

としての活動であっても、体育関係顕彰基準

にあるように、体育の振興を図って、市民ま

たは児童・生徒の健全な心、豊かな市民生

活、または学校においての活動に寄与してい

る人物であれば対象となるものと考えており

ます。

ですから、先ほど答弁で申したように、今

度は学校にも周知をいたしまして、そういう

ふうな地道に１０年、２０年指導している

方々を、私たちはこれまで少し見つけられな

い、またはきちんと表彰できないことがあっ

たかもしれませんが、きちんとそのような形

で対処してまいりたいなと、こう思っており

ます。

以上でございます。

○議長（馬場騎一君） １２番。

○１２番（野坂篤司君） 再々質問になりま

すが、エネルギー問題に関しては１点だけで

すが、先ほどのお話ですが、年度内の早い時

期と言いましたが、２４年３月３１日まで年

度内ですから、早い時期というのは、ことし

じゅうなのでしょうか。その辺の話が、その

ような気持ちでやらないと難しいですよとい

う話をしたいのですが、役所の場合は、年度

内というと３月３１日ですから、ことしじゅ

うなのかということを再度質問させていただ

きたいと思います。

それからもう一つ、先ほど教育長が、他市

とは違うという話が出ておりましたが、他市

とは違うということで、十和田市では、指定

管理者制度をやるというときに、体育協会に

指導して、やらせるように持っていったそう

です。そう聞いております。

それから、自治振興公社が三沢にありま

す。大きな意味で、その自治振興公社が障壁

になっているのではないかと私は思うのであ

りますが、今いる方をそのまま体育施設の関

係の体育協会に、私の知っている範囲では体

育協会に入っている人もかなりいますので、

そういう部分でスムーズに移行していくべき

ではないか。

前回６月の議会でも質問したことがありま

すが、自治振興公社というのが非常に難しい

なということで、たまたまインターネットで

調べたのですが、単純に自治振興公社と尋ね

ると、大体五つぐらいしかないのですね。玉

名市だとか、北上市だとか、盛岡市都南振興

公社ですか、釜石市、このぐらいしかないの

ですね、もうどんどんなくなっているよう

な。いろいろな言葉を入れて、変わっている

と思うのですが。
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私は、そういう意味でも、確かに自治振興

公社という障壁があるかもしれませんが、他

市とは違うという部分で、自治振興公社をど

うするかという部分に関して、それが大きな

障壁であるのかどうか、これを最後の質問に

したいと思います。よろしくお願いします。

○議長（馬場騎一君） 答弁願います。

経済部長。

○経済部長（中野渡 進君） 再生エネル

ギー問題の再々質問についてお答えいたしま

す。

時期について、今年度中の早い時期という

のはいつなのかというお話ですけれども、現

在、議員さん御承知のように、再生可能エネ

ルギーの特別措置法の中で、買い取り期間と

か買い取り価格というのがまだわからない状

況でございます。従来であれば、余剰電力の

買い取りということで、キロワット約４０円

ぐらいで１０年ということでございましたけ

れども、法律は成立しましたけれども、現

在、まだ期間とか価格が決まっていない状況

でございます。

この協議会の中で、発電事業者等も入れる

予定でございますけれども、その辺の動向が

わからないと、事業者の参加等、コストの関

係ございますけれども、難しいのかなとは

思っております。

でも、なるべく早いうちに、まず、先ほど

答弁いたしましたように、協議会の設置の前

段として、まず、庁内の検討会議でいろいろ

な、今言ったような問題を検討した上で、な

るべく早い時期に協議会を設置したいと考え

てございます。

以上でございます。

○議長（馬場騎一君） 教育長。

○教育長（吉田 健君） 再々質問にお答え

いたします。

先ほど三沢市自治振興公社について、特

段、一つの管理者としてのあり方ということ

で、どんなものだろうかという再々質問だと

思いますが……。（「障壁になっているか」

と呼ぶ者あり）障壁になっているか。例え

ば、どういうふうなあり方について、わかり

ました。

これは、例えば制度的に、議員さんもおわ

かりだと思いますが、創設目的のときに、平

成１５年９月２日に地方自治法が改正になり

ました。公の施設の管理については、これま

での管理委託制度が廃止されて、そして、指

定管理者制度が創設されました。それに伴っ

て、地方公共団体の出資法人、例えば三沢で

言えば三沢市自治振興公社、これも当てはま

る。または、先ほど他市のほうでも出ました

弘前市であれば、例えば体育協会で指定管理

をしている。または、青森市であれば、青森

市文化スポーツ振興公社と、こういうような

形で、青森市は直接ではないのですが、例え

ば体育協会ではない、三沢で言えば自治振興

公社とスポーツ協会がちょうど合併したよう

な形の公社でもって運営している。

このようなことを踏まえて、つまり、地方

公共団体の出資法人や公共的団体などに限ら

れていたが、民間団体、ＮＰＯ法人、株式会

社等、民間事業者にも対象が拡大されたと。

こういうような面からフラットで考えてみま

すと、自治振興公社もそのうちの一つである

と。そういうような観点で、先ほどから、管

理・運営については、自治振興公社も問題は

なしという回答をさせていただきました。

ただし、問題等があれば、我々も、例えば

自治振興公社に限らず、民間の会社であって

も、例えば図書館であっても、体育館であっ

ても、常にうちの担当課の課長とそこの館長

または代表の方と必ず１カ月に１回はお話し

して、問題があれば、またその都度、会議を

持つような形で運営していますので、問題が

出れば、またきちんと考えなければいかん

と、こう思います。

以上でございます。

○議長（馬場騎一君） 以上で、１２番野坂

篤司議員の質問を終わります。

それでは、一般質問を次に移ります。

９番太田博之議員の登壇を願います。

○９番（太田博之君） おはようございま
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す。９番みさわ未来の太田博之でございま

す。

それでは、通告に従いまして一般質問をさ

せていただきます。

はじめに、教育問題、いじめ、不登校問題

について伺います。

さて、小中学校における不登校、いじめ、

暴力行為等、児童・生徒の問題行動が極めて

憂慮される状況にあって、現場の先生方の御

苦労がいかばかりかと推察するところでござ

います。

また、それに加え、経済状況の悪化が続く

中、貧困、虐待、親の精神疾患等、問題は多

様化かつ複雑化の一途をたどっております。

最近の教育現場が抱える不登校や暴力行為

などの問題は、家庭環境に起因するものが少

なくなく、学校だけでは対処し切れない複雑

な家庭問題について、今後、どのような施策

を持って臨み、解決していくのか。このこと

は、学校のみならず、行政、地域の抱える問

題として、私たちは避けて通れない問題でも

あると思います。

遅刻や欠席がちな児童がいたらどうするの

か、本人が行きたくないのか、家庭生活が夜

型になっていないのか、母子家庭で、働く親

のかわりに幼い弟や妹の世話をしているので

はないか、仕事が得られず精神的に不安定に

なっている両親のもとで、何らかの影響が出

てきているのではないかなどなど、学校では

対応が難しい事例が当市においてもたくさん

埋もれているのではないでしょうか。

そうした中、平成２０年度から文部科学省

が全国を対象に、スクールソーシャルワー

カー配置事業を始めました。

スクールソーシャルワーカーとは、児童・

生徒の問題行動の背景を探り、家庭や学校、

児童相談所などの関係機関と連携し、問題の

解決を図る専門員であり、社会福祉士や精神

保健福祉士などの資格を持つ方であります。

当市においても、このスクールソーシャル

ワーカー活用事業を取り入れ、平成２１年度

から岡三沢小学校へ配置し、１回当たり約４

時間、週３回、３５週にわたり活動をしてい

ただきました。当時の活動記録では、全校８

１６名中３５名が支援対象児童となってお

り、学校現場での深刻さが如実にあらわれて

きております。

また、教育委員会の実施報告書では、成果

として、スクールソーシャルワーカーと教員

の連携はどうあるべきなのか、効果的活用を

図るための校内体制と校内組織への位置づけ

を探ることができた。子供が相談しやすい相

談室の環境配備、相談体制のあり方を探るこ

とができた。親や家庭とのよりよいかかわり

方を探ることができ、同時に、子供の悩みの

背景にある生活上の問題を解決することがで

きた。教職員の研修活動によって、教職員が

児童の問題行動の未然防止や早期対応が可能

になったなどなど、よい効果が得られており

ます。

一方、課題としては、親や家庭とのかかわ

りを探ることはできたが、今後、継続的に相

談活動や児童へのかかわりを慎重に進める

ケースが出てきている。スクールソーシャル

ワーカーによる、不登校児童の所属する学級

集団への活動体験を通じた適応指導プログラ

ムを開発、提供する必要があるなどの課題点

も挙がっておりますが、おおむね効果があら

われ、継続性も必要とされていることから、

私は、市の単独事業で、このスクールソー

シャルワーカーの配置を進めるべきだと強く

感じておりますし、また、保護者からのニー

ズも年々大きくなっていると思います。

しかし、国の補助が全額から３分の１に減

額されたことから、青森県が委託を受けない

こととなり、２２年度からはスクールソー

シャルワーカーにかえ、有資格者の専門員で

はないスクールサポーターとして配置された

と伺っております。

そのような状況の中、昨年の６月、この三

沢市において、生後２カ月の長女を床に放り

投げるなど虐待したとして、暴行容疑で無職

の父親が逮捕されました。長女はその後、意

識不明のまま、間もなく死亡いたしました。
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こんな痛ましい事件が、この三沢市でもとう

とう発生をしてしまいました。

私は、自身のマニフェストで、いじめ、不

登校、児童虐待の根絶を掲げておりますが、

まさにスクールソーシャルワーカーの配置こ

そが根絶への大きな一歩となると考えており

ます。

そこで、お伺いいたします。

１点目、当市のいじめ、不登校の状況につ

いて、過去３年間の推移をお伺いいたしま

す。

２点目、スクールソーシャルワーカーにか

わって配置されたスクールサポーターが、そ

の事業をどのように引き継ぎ、現在、どのよ

うに活動しているのか、伺います。

３点目、複雑な家庭問題について、関係機

関や学校、家庭の間に入り、問題解決を図る

スクールソーシャルワーカーの配置が急務だ

と思いますが、配置の考えがあるか、お伺い

いたします。

次に、教育問題の２点目、シチズンシップ

教育について伺います。

私は、年々全国的に若者の投票率が低下し

ている中にあって、将来の有権者である子供

たちへ選挙の啓発を積極的に進めるべきだと

考えております。

本年、平成２３年７月に、総務省の諮問機

関である常時啓発事業のあり方等研究会が中

間取りまとめを発表いたしました。その中に

このような記述がございます。

「我が国の将来を担う子どもたちにも、早

い段階から、自分が社会の一員であり、主権

者であるという自覚を持たせることが重要で

ある。しかしながら、現在の学校教育におい

ては、教育基本法第１４条第１項が政治教育

の重要性を謳っているにも関わらず、同条第

２項が政治的中立を要請していること等か

ら、政治・選挙に関する教育は十分に行われ

ていない」現状にある。

「将来の有権者である子どもたちに対する

啓発を進めるには、学校教育との連携が不可

欠であり、学校をはじめとした教育機関の理

解と協力を得て、授業への参画を積み重ね、

教育基本法第１４条第１項の実質化」を図る

べきであると書かれております。

私は、民主主義社会の先進国にあって、近

年の若者の投票率の低下は、今後の国づくり

にとって大きな障害になるのではと危惧をし

ている一人でございます。これは、三沢市に

とっても同様で、市民との協働をまちづくり

の柱に据えた基本理念を根本から揺るがしか

ねない重要な問題ととらえております。

平成１８年に教育基本法が改正され、教育

の目的の一つとして、「公共の精神に基づ

き、主体的な社会の形成に参画し、その発展

に寄与する態度を養うこと」を掲げました。

また、政府は、新しい公共の推進に取り組

んでいるところであります。新しい公共と

は、市民、企業、政府等がそれぞれの役割を

持って、当事者として参加、協働し、支え合

いと活力ある社会をつくることであり、何よ

りもそれを担い得る市民が重要であることは

言うまでもありません。

そこで、近年、注目を浴びているのがシチ

ズンシップ教育であります。いわゆる主権教

育であります。

シチズンシップ教育とは、社会の構成員と

しての市民が備えるべき市民性を育成するた

めに行われる教育であり、集団への所属意

識、権利の享受や責任・義務の履行、公的な

事柄への関心や関与などを開発し、社会参画

に必要な知識、技能、価値観や傾向を習得さ

れる教育であります。

私は、子供から高齢者まであらゆる世代を

通じて社会に参画し、みずから考え、みずか

ら判断する自立した主権者をつくることを目

指して、新たなステージのシチズンシップ教

育、主権教育へ向かわなければならないと考

えております。特に、幼いころからの教育は

必要不可欠だと思います。

そこで、お伺いいたします。市内小中学校

へシチズンシップ教育を導入すべきと考えま

すが、当局のお考えをお伺いするものでござ

います。
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次に、選挙問題。あるべき選挙管理委員会

についてお伺いいたします。

ただいま教育問題の中でも申し上げたとお

り、選挙に行かない国民、市民が増加する中

で、民主主義の根源である選挙において、全

国的に選挙事務改善が図られる中、三沢市選

挙管理委員会におかれましては、ここ数年、

積極的な改革を推し進めていることに関し、

まずもって敬意を表したいと思います。

さて、私は、これまで何度も選挙事務改善

に関して一般質問をさせていただきました。

このことは、私が考えるあるべき選挙管理委

員会の姿とは、従来の管理型の選管から目標

達成型の選管に変革していくことであり、選

挙を公正・公平に執行することはもちろんで

ありますが、選挙をより効率的に、かつ有権

者の政治意識を高めることにほかなりませ

ん。

そのような中、三沢市長選と三沢市議会議

員補欠選挙を控えた平成２３年第１回定例会

において、選挙事務にかかわる質問をさせて

いただきました。その際に、選挙ポスター掲

示場について見直しをするべきではないかと

の質問について、河村選挙管理委員長から、

「当委員会といたしましては、ポスター掲示

場の設置箇所や数についても、各種選挙に係

る準備期間等を考慮し、混乱を来さないよう

配慮しながら、人口分布などの状況把握と、

それに基づくポスター掲示場の適正配置にか

かわる調査・検討を並行して慎重に進めるこ

とにより、県選挙管理委員会と協議の要件と

なる特別の事情を探り、根拠づけられるよう

努力してまいりたい」との答弁をいただきま

した。

そこで、お伺いいたします。先般行われま

した三沢市長選挙と三沢市議会議員補欠選挙

において、ポスター掲示板の見直しがどのよ

うに図られたのかをお伺いいたします。

次に、これも第１回定例会での質問の中

で、常時啓発の一環として、先ほど教育問題

でも取り上げましたシチズンシップ教育につ

いて伺ったところ、河村委員長から、「今そ

ういうものをはじめて聞いて、そういうこと

もあるのかと、私どもは、そういう方向にも

十分研修をして、それに取り組むように今後

勉強してまいりたいと思っております」との

答弁でありました。その際、私から、この問

題は改めて取り上げさせていただきますとも

述べさせていただきました。

ここで改めて、選挙管理委員長として、こ

のシチズンシップ教育に対し、その必要につ

いてお伺いするものでございます。

また、この問題は、教育問題と同様、選挙

問題としても取り上げさせていただいたの

は、この教育の実現には、学校だけではな

く、選挙管理委員会との連携が必要不可欠で

あるとの思いから、それぞれ教育長並びに選

挙管理委員長に御所見をお伺いするものでご

ざいますので、あらかじめ御理解を賜りたい

と存じます。

さて、最後に、選挙公報紙について伺いま

す。

御承知のとおり、平成２３年第１回定例会

におきまして、三沢市選挙公報発行条例が制

定をされました。このことによって、当市で

ははじめて選挙公報が、６月に行われた三沢

市議会議員補欠選挙において発行されまし

た。はじめてのこともあり、この公報紙につ

いては、市民の皆さんのとらえ方もさまざま

のようでありますが、私ども会派みさわ未来

が行ったタウンミーティングでは、市民の皆

さんから、立候補者のスペース、いわゆる政

策やマニフェスト、経歴等を記述するスペー

スをもっと大きくしてほしいとの要望が寄せ

られました。そのことは、とりもなおさず、

候補者を選ぶ際に、その方の政策をもっと知

りたいとの思いからなのであります。

そこで、お伺いいたします。来年の３月に

行われる三沢市議会議員一般選挙において、

候補者スペースを大きくするよう見直しをす

るお考えがあるのか、お伺いをいたします。

また、仙台市選挙管理委員会は、先月２０

日、市議会議員選挙の選挙公報を選管のホー

ムページに掲載をいたしました。いわゆる選
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挙期間中の掲示であります。これは、東日本

大震災の被災者に対し、選挙情報の提供の場

をふやすことを求める総務省の通知に基づく

措置で実現したもので、全国ではじめての取

り組みとなりました。

そしてまた、このことは、将来のネット選

挙への道へも大きく踏み出した実例だと私は

考えております。いかがでしょうか、三沢市

選挙管理委員会においても、来年の市議会議

員選挙において、選管のホームページを整備

し、選挙公報をネット上にアップすること

が、市民の選挙に対する意識の向上、とりわ

け若い有権者層に対して効果があると思いま

すが、当局のお考えをお聞かせ願います。

また、花巻市選挙管理委員会が、当選後も

議員の政策やマニフェストが検証できるよう

に、当選された方の選挙公報をホームページ

に４年間掲載しております。

このことは、投票率減少の原因の一つに、

候補者は言いっ放し、有権者は選びっ放しと

いう指摘を受けて実現したものであり、当市

においても、実施することによって、立候補

者並びに有権者の意識改革につながるのでは

ないかと思いますが、この実施についても当

局のお考えをお伺いしたいと思います。

以上で、私の質問を終わります。ありがと

うございました。

○議長（馬場騎一君） ただいまの９番太田

博之議員の質問に対する当局の答弁を求めま

す。

市長。

○市長（種市一正君） ただいまの太田議員

さんの御質問の教育問題のうち、スクール

ソーシャルワーカーの設置についてのお答え

をいたします。

児童・生徒の問題の背景には、児童・生徒

の心の問題とともに、家庭、友人問題、地

域、学校等の児童・生徒が置かれている環境

の問題も複雑に絡み合い、問題行動を起こす

環境要因となっております。

このように問題行動が多様化し、複雑化し

ている現状から、当市といたしましては、ス

クールソーシャルワーカーを配置し、効果的

に活用し、学校におけるケース会議等の体制

を整え、教育の専門家である教師、心理の専

門家でありますスクールカウンセラー、そし

て、学校福祉の専門家でありますスクール

ソーシャルワーカーの３者がそれぞれの役割

を果たし、共同して問題行動改善のために、

アセスメント等として見立て、そして、プラ

ンニングとして具体的手だてを行い、諸問題

の解決あるいは改善が図られることを願い、

今年度より岡三沢小学校に有資格者のスクー

ルソーシャルワーカー１名を配置し、市内全

小中学校のさまざまな問題に対応していただ

いておりますので、御理解を賜りたいと思い

ます。

以上、私からであります。

○議長（馬場騎一君） 教育長。

○教育長（吉田 健君） 教育問題のうち、

いじめ、不登校問題についてお答えいたしま

す。

まず、当市におけるいじめ、不登校の現状

ですが、いじめられたと認知された件数は、

小中学校合わせて、平成２０年度４９件、２

１年度３３件、２２年度４３件で、平成１９

年度の９６件と比較して、ここ数年は半数以

下の４０件程度で推移しています。

不登校は、年間３０日以上欠席した人数で

すが、小中学校合わせて、平成２０年度５５

人、２１年度６４人、２２年度６４人で、小

学校の全国平均０.３％、中学校の全国平均

３％とほぼ同数です。

教育委員会としまして、いじめや不登校児

童・生徒の減少に向けて、平成１９年にはい

じめ対応マニュアル、２３年には生徒指導危

機管理マニュアルを発行し、その対応への周

知を図ってまいりました。

また、教育相談センター、正式には適応指

導教室といいますが、教育相談センターには

２名の教育相談員と２名の適応指導員を、各

中学校には１名の心の教育相談員を、各小中

学校には合わせて２３名の特別支援教育支援

員を、そして、第一中学校に設置しています
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が、市内全小中学校に対応する心理検査、心

理療法にて本人の抱える心の問題を改善・解

決していくスクールカウンセラーを１名配置

し、子供及び保護者からの教育相談に対応し

ているところでございます。

議員御指摘のとおり、いじめや不登校につ

いては、学校だけの対応には限りがあること

から、保護者や地域、関係機関の共通理解の

上、共同歩調で取り組むことが不可欠であり

ます。

このことから、平成１８年には、民生児童

委員協議会、社会福祉協議会、青少年健全育

成推進連絡協議会、青少年補導員連絡協議

会、防犯協会、子ども会育成協議会、連合町

内会、連合ＰＴＡ、警察署、幼稚園、小中学

校などが一堂に会するいじめ問題連絡協議会

を発足、さらには、市内を中央地区、北部地

区、東部地区の３ブロックに分けて活動して

いる生徒指導連絡協議会などが、保護者や地

域、関係機関と情報連携から行動連携し、対

応に当たっているところでございます。

加えて、先ほど市長の答弁にもありました

ように、家庭や地域、関係機関とのパイプ役

としての大きな役割を果たすスクールソー

シャルワーカーを配置し、市内全小中学校の

さまざまな問題行動に対応しております。

次に、教育問題の２点目、シチズンシップ

教育についてお答えいたします。

子供たちの公共の精神や主体的に社会の形

成に参画し、その発展に寄与する態度を育成

するというシチズンシップ教育の理念はとて

も大切なものであり、学校教育においても重

視して指導している項目の一つです。

その態度をはぐくむために、これまでも学

校では、特別活動における学級活動、児童

会・生徒会活動、学校行事での企画、運営や

役員選挙などの活動、そして、職場体験、ボ

ランティア体験などを踏まえた教育活動の中

で、充実を図っているところでございます。

特に、社会科においては、国際社会に生き

る平和で民主的な国家・社会の形成者として

必要な公民的資質の基礎を養うことをねら

い、小学校では６学年において、市の政治か

ら国民主権を調べるという題材の中で、選挙

で代表者を選ぶ権利は、政治に参加するため

の基本的な権利であることを学んでいます。

また、中学校では、３学年において、１カ

月以上にわたって政治が扱われ、日本の民主

政治や地方自治の仕組みと意義などを学ぶこ

とにより、政治参加への意識を身につけさせ

るようになっています。

また、選挙に関しては、選挙の意義や種

類、方法、課題などを取り上げながら、選挙

は国民が政治参加する際になくてはならない

機会であることを理解する内容となっていま

す。

教育委員会としましては、学習指導要領に

基づき、指導主事の学校訪問などを通して、

子供たちが平和で民主的な国家及び社会の形

成者として必要な資質を備えた、心身ともに

健康な国民に育っていけるよう、各校の取り

組みを一層推進させていきたいと考えていま

す。

さらには、必要に応じて選挙管理委員会と

連携を図り、指導内容の充実を図っていきた

いと考えています。

以上でございます。

○議長（馬場騎一君） 選挙管理委員会委員

長。

○選挙管理委員会委員長（河村幸利君） 選

挙問題であります、あるべき選挙管理委員会

についての御質問にお答えいたします。

第１点目、ポスター掲示板の見直しが、三

沢市長選挙及び三沢市議会議員補欠選挙でど

のように図られたのかという質問であります

が、去る６月５日執行の三沢市長選挙及び三

沢市議会議員補欠選挙並びに同日執行された

青森県知事選挙に際しまして、ポスター掲示

板の設置箇所につきましては、一部投票所の

会場変更に伴う設置箇所変更を除き、基本的

に見直しに至らなかったところであります。

その理由といたしましては、選挙事務改革

の先進自治体であります福島県相馬市の取り

組みに倣い、ＧＩＳと称される地理情報シス
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テムを活用し、まずは、ポスター掲示場の設

置を客観的に把握・整理することが求められ

るものの、このシステムは、現在まだ当市に

導入されておらず、本年１０月の試行稼働が

見込まれていることから、このシステムの導

入を待って、その具体的見直しの検討作業に

入りたいと思っております。

また、その他の選挙事務で、６月５日に執

行されました選挙において見直しを図った点

といたしましては、相馬市での視察成果を生

かし、開票作業の流れを見直したことで、従

事職員数が削減できたほか、疑問票処理を早

めたことにより、開票立会人の確認時間も早

めたことに加え、開票集計システムを導入し

たことによって、異なる複数選挙の同時開票

集計処理ができたことなどが挙げられます。

次に、第２点目の常時啓発におけるシチズ

ンシップ教育の必要性についてであります

が、特に若年層の投票率向上と、政治参加意

識を高めるための抜本的な方策として、我が

国におけるシチズンシップ教育の必要性が叫

ばれておりますことは、当委員会としても認

識しております。

総務省が現在、設置・開催している常時啓

発事業のあり方等研究会が本年７月に発表し

た中間取りまとめにおいても、これからの常

時啓発は、「シティズンシップ教育の一翼を

担う新たなステージ「主権者教育」へ」と題

し、若い有権者の政治意識の向上や将来の有

権者の意識の醸成に向けた方策について提言

されております。

当委員会は、常時啓発のあり方等検討に係

る国の動向について、県選管を通じて情報を

得ながら、今後の動向に注目しているところ

であります。

そして、当委員会としての今後の取り組み

に係る考え方といたしましては、従来からの

取り組みである市内学校生徒会選挙に際して

の投票箱や投票記載台の積極的な貸し出しに

より、教育現場における選挙啓発を継続支援

しながら、今後、教育委員会を通じて選挙制

度に係る指導要請等があれば、ゲストティー

チャーとして、講師派遣等に対応してまいり

たいと考えております。

次に、第３点目、選挙公報紙の立候補者ス

ペースを大きくする考えがあるのかとの御質

問にお答えいたします。

当市の選挙公報紙における各候補者のス

ペースサイズにつきましては、本年第１回定

例会において、選挙公報の発行に関する条例

案を条例等審査特別委員会で審議いただいた

際に、出席委員から選挙公報紙の各候補者ス

ペースははがきサイズとされたいという要望

があったことも踏まえつつ、同条例制定後

に、当委員会においても規程を定めるに当た

り、県内各市の公報紙サイズを見比べて、議

員定数の規模や立候補者数見込み等を勘案し

て、現在のサイズを決定したものでありま

す。

当委員会としては、現在のところ、各候補

者スペースをさらに大きくする予定はござい

ませんが、今後、有権者である市民の皆様や

議員各位の御意見を拝聴しながら、その必要

性が認められれば、積極的に対応してまいり

たいと考えております。

最後に、第４点目の選挙公報を選管のホー

ムページに掲載する考えがあるかとの御質問

にお答えいたします。

選挙公報を選挙管理委員会のホームページ

に載せることにつきましては、これまで総務

省の見解として、ホームページに掲載した選

挙公報が複製、改ざんされて頒布された場合

は、選挙の公正が害されることになることか

ら、適正ではないとされてきたところであり

ますが、本年７月に総務大臣が、選挙公報の

選管ホームページへの掲載は法的に可能であ

り、被災地における事情にかんがみて、非常

に有効であるとの見解を示し、総務省が岩手

県、宮城県、福島県の３県の選管に対して、

ホームページの掲載について検討してほしい

旨を連絡したとのことであります。

当市において、選挙公報をホームページに

掲載することにつきましては、このたびの国

の対応措置は被災地に限定したものである可
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能性もあることから、県選挙管理委員会を通

じて情報を得ながらセキュリティー上の課題

等を検討し、その実現可能性を探ってまいり

たいと考えております。

また、当選挙管理委員会のホームページ掲

載内容の充実につきましては、今年度当初に

おいて、従来の掲載内容を見直したところで

ありますが、全国の先進的な選管ホームペー

ジと比較して、いまだ十分とは言えないこと

を認識しておりますことから、今後、他市選

管の掲載内容を見比べながら充実に努めてま

いりたいと考えております。

以上でございます。

○議長（馬場騎一君） ９番。

○９番（太田博之君） それでは、２点ほど

再質問させていただきます。

まず、スクールソーシャルワーカー、２３

年度から配置ということで、今、教育長の答

弁の中にあった中で、若干私のほうからも補

足をさせてもらいたいのですけれども、実は

２０年度の文科省のスクールソーシャルワー

カーの活用事業、これは１０市中９市が当

時、補助金をもらってやったのですね。だけ

れども、補助金が３分の１になった途端、全

部やめてしまったのです。一体、青森県の教

育委員会はどうなっているのかなとこれを調

べたときに、実は愕然としました。

ただ、三沢市は、県内においてスクール

ソーシャルワーカーを設置している唯一の市

です。これは、私は市民に対して大きくＰＲ

して、そしてまた、その活用をどんどん図っ

ていくべきだと。問題点が奥深いことも、当

然皆さんは理解していますので、なかなか先

ほどの数字がすぐには改善するとは思いませ

んけれども、地道なそういった活動に対して

心から期待したいと思います。

そこで、１点だけ。やはり１人ということ

になると、確かにカウンセラーさんだとか、

いろいろな補助員の方々、いろいろ協力して

くれるのだと思うのですけれども、やはり

おって、例えば中学校の問題と小学校の問題

も大分違ってきていますし、将来的にスクー

ルソーシャルワーカーの増員といったものの

お考えがあるのか、その辺のところをお伺い

したいと思います。

あと、シチズンシップ教育、これは教育長

のほうにお尋ねしたいのですけれども、先ほ

ど来、選管の委員長も話していましたけれど

も、児童会、生徒会の会長選挙という話で、

例えば記帳台だとか投票箱を貸し出している

のだと。聞くところによると、今、生徒会、

また、児童会の会長を選挙で選んでいないと

いう学校があるとも聞いているのですね。で

すから、市内小中学校、児童会長が選挙で選

ばれている学校はどれだけあるのか、そこを

お聞きしたいと思います。

最後、もう１点。選管委員長、先ほどホー

ムページの掲載について、選挙期間中は、法

務省は、法的見解は正しい、これは間違って

いないのだと、違法ではないという見解を示

したのだけれども、先ほどの答弁だと、やは

り震災地に限った形で推奨したのだと。です

から、今後どういうふうになるかわからない

というのは十分わかりました。ぜひ検討して

いただいて、前向きにとらえていただきたい

と思うのですけれども。

ちょっと聞き逃していたら済みません。当

選後、これは全然法的に問題ないわけです。

当選後、花巻市のように、いわゆる、この議

員さんが受かったとき、こんなことを言って

たけど、何だったっけなと振り返ってみたと

きに、やっぱりそういう検証ができるという

ものは、これは何もお金かからないのです。

当選後についての何か答弁が、私はなかった

ような気がするのですけれども、聞き逃して

いたら済みません。再度御答弁をお願いしま

す。

○議長（馬場騎一君） 答弁願います。

教育長。

○教育長（吉田 健君） 再質問にお答えし

ます。

スクールソーシャルワーカーからお先に回

答いたします。

スクールソーシャルワーカー、これは非常
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に有資格者、つまり、先ほど議員さんも質問

の中にございましたが、社会福祉士、それか

ら精神保健福祉士、福祉はそれでいいのです

が、福祉はソーシャルワーカーと。今、ス

クールがついたものですから、上級の教育カ

ウンセラーと、こういうようなものも、教育

分野に関する知識に加えて社会福祉等の専門

的な知識や技術を有する人と、これをスクー

ルソーシャルワーカーと一応定義しておりま

す。

ただ、三沢市の場合は、これを全部有資格

というと、本当の医療機関または特別支援学

校等だけにしかおりません。今、震災がござ

いましたが、岩手県、それから宮城県、福島

県、心のケアを必要とする子供たちがいっぱ

いいます。こういうようなところに有資格者

がいないため、例えばスクールソーシャル

ワーカーがきちんと配置できないために、先

生たちが非常に苦労してやっている状況でご

ざいます。

そうですから、これはお金の問題というよ

りも、やはり人材の確保、病院で言えば医者

の確保、例えば婦人科の先生がいない、小児

科の先生がいない、そういうようなものと同

じような状況にあると思います。ですから、

有資格を持っているスクールソーシャルワー

カー、スクールカウンセラーも同じでござい

ます。こういうようなものを幾らでも情報を

とりつつ、三沢にぜひお願いするような努力

を続けていきたいなと思っております。

それから、シチズンシップに関連して、小

学校または中学校の児童会・生徒会選挙で、

どのような形で、実際、幾つ実施しているの

かと。

小学校においては、児童会選挙の実施は７

校中ゼロです。これは意味がございます。１

年生から６年生ということで、非常に格差が

ございまして、例えば選挙をやっても、人気

投票、または先輩の言うことを聞いて、おま

え書けと言うから書くと、そういうようなこ

とが非常に多くて、つまり、本来の児童会の

意味を損なうということで、高学年に運営委

員会というのを設置しまして、その下に企画

委員並びに計画委員と、つまり、役員を設置

して、その中で決めて、そして、児童会の会

長等を選ぶことになっております。

それから、中学校は、生徒会役員選挙の実

施は５校中全部、５校でございます。これに

ついては、選挙管理委員会から、例えば投票

箱、投票記名台等を全部お借りして、模擬の

選挙を実施しております。

以上でございます。

○議長（馬場騎一君） 選挙管理委員会委員

長。

○選挙管理委員会委員長（河村幸利君） 先

ほどありました、太田議員からの選挙後の公

報のホームページ掲載の話なのですが、今の

ところ私どもが調べているところでは、花巻

市議会と事務局が一体となって、それに掲載

していると、こういう話を聞いております。

したがって、私ども、今後さらに調査・研究

をして、前進的な方向でやっていくと、こう

いうようなことで検討してまいりたいと、こ

う思っております。

以上であります。

○議長（馬場騎一君） 以上で、９番太田博

之議員の質問を終わります。

この際、午後１時１５分まで休憩します。

午後 ０時０４分 休憩

────────────────

午後 １時１５分 再開

○議長（馬場騎一君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

ここで、議長を交代します。

○副議長（小比類巻雅彦君） 議長を交代し

ました。

それでは、一般質問を次に移ります。

１１番春日洋子議員の登壇を願います。

○１１番（春日洋子君） １１番公明党の春

日洋子でございます。通告の順に従い質問し

てまいります。

はじめに、行政問題の１点目、ＰＲＥ戦略

の導入についてお伺いします。

国、地方自治体の庁舎、学校、公民館など
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の公的不動産は、ＰＲＥ――パブリック・リ

アル・エステートと称されます。

これまでは、特に高度経済成長期における

公共施設に対する需要の拡大を背景に施設の

建設等を進めてきましたが、公的不動産につ

いては、中長期的な視点からの維持管理コス

トについての把握、分析の必要性が指摘さ

れ、さらなる効率化、市民の利便性向上に向

けた活用が求められています。特に、人口減

少、少子高齢化への社会情勢が変化していく

中で、公共施設に対する住民ニーズも変化し

ていくと考えられ、それに伴い、資産過剰や

用途のミスマッチが起こることも予想されま

す。

一方、我が国の長引く景気低迷の影響等に

より、地方自治体の財政状況を取り巻く環境

も厳しい状況にあり、公的不動産の取り扱い

に対する社会の関心度が高まっています。

そうした中にあって、地方自治体が財政の

健全化に向け、自治体が有する資産の適切な

選択と集中を行うために、公的不動産を経営

的な観点からとらえ、賃貸運用や売却などを

含めた有効活用や最適化を図っていく必要性

があります。それがＰＲＥ戦略と呼ばれるも

のです。

ＰＲＥ戦略とは、国や地方自治体が所有す

る公的不動産を戦略的な観点からマネジメン

トし、長期的や全体最適などの視点に基づ

き、その所有、利用形態を合理化していこう

という戦略で、近年、その検討・導入が求め

られています。

国土交通省は、平成１９年度から公的不動

産の合理的な所有・利用に関する研究会──

ＰＲＥ研究会を設置し、地方公共団体におけ

る公的不動産の適切なマネジメント、ＰＲＥ

戦略について検討、平成２１年５月に、地方

公共団体がＰＲＥ戦略を立案、実践するに当

たっての基本的な参考書となるＰＲＥ戦略を

実践するための手引書を公表しています。

そこで、住民ニーズを尊重しながら、公

共・公益的な目的を踏まえつつ、経済の活性

化及び財政健全化を図るべく、適切で効率的

な管理・運用を進めていくためのＰＲＥ戦略

の検討・導入に向けて、本市の取り組みにつ

いてお伺いします。

次に、２点目の空き家再生等推進事業の活

用についてお伺いします。

近年、全国的に空き家が増加しており、防

災・防犯上の観点から問題にもなっていま

す。総務省住宅土地統計調査によれば、空き

家の数は、２００８年に全国で７５７万戸と

なり、この２０年で約２倍、空き家率で見れ

ば、住宅全体の約１３％にもなっています。

過疎化や住宅需要の偏在など、地域事情は

さまざまですが、空き家増加の要因の一つ

は、長年、総住宅数が総世帯数を上回る状況

が続いてきたことが挙げられ、今後、本格的

な少子高齢、人口減少時代に入る我が国にお

いては、一層空き家率が高くなることが予想

されています。

そのような中、空き家対策を実施する自治

体もふえており、現在、地方公共団体や民間

事業者などが空き家を宿泊施設や地域のコ

ミュニティースペースにつくりかえて再利用

する場合や、防犯上危険な廃屋を撤去する場

合などに、国や地方公共団体が費用を補助す

る空き家再生等推進事業が活用されていま

す。

同事業は、地域住宅交付金の基幹事業に位

置づけられており、国庫負担割合は２分の１

で、地方公共団体が補助する場合には、民間

事業も補助の対象となり、さらに、空き家住

宅の取得費や所有者を特定するための経費も

補助の対象となります。また、１戸、１棟か

ら補助の対象となり、活用事業タイプの場合

は、空き家住宅だけでなく、廃校舎や店舗な

ど、空き建築物も対象になります。

それぞれの地域の実情に合わせて空き家を

再利用することにより、地域の活性化や地域

コミュニティーの維持、再生、治安、防災対

策等の効果が期待できることから、実際、同

事業は平成２０年度から２２年度の間におい

て、活用事業タイプで３４の市町村で実施さ

れており、除却事業タイプでは５９２戸の実



― 35 ―

績があるなど、具体的な活用事例も紹介され

ています。

本市においても先進事例を参考にしつつ、

空き家再生等推進事業を積極的に活用し、地

域の特性を生かした、地域活性化等につなが

る空き家対策の取り組みについてどのような

お考えか、お伺いします。

続いて、福祉問題の改正障害者基本法の成

立に伴う本市の取り組みについてお伺いしま

す。

障害者支援の基本原則などを定めた改正障

害者基本法が今国会で成立し、８月５日に施

行されました。

障害者施策の憲法と言われる障害者基本法

の改正は、国連障害者権利条約の批准に向け

た国内法整備の一環として進められ、障害の

有無にかかわらず、人格と個性を尊重する共

生社会の実現を目的に掲げています。

改正案では、障害者の定義も見直されてお

り、制度や慣行など、社会的障壁により日常

社会生活に相当な制限を受ける状態にあるも

のとする定義を追加、障害者が社会参加でき

ない理由には、社会の側のバリアがあるとし

ています。そして、基本的施策では、円滑な

投票のための投票所の整備や、裁判など司法

手続の際に、手話など障害者の特性に応じた

意思疎通の手段を確保することの配慮、関係

職員に対する研修などを義務づけています。

また、特に注目したい点は、障害者の定義

に発達障害者を明記したところです。これに

より、発達障害に対する理解と施策の普及啓

発が進み、支援サービスがより受けやすくな

ります。

さらに、東日本大震災で、障害者への情報

伝達や支援がうまくいかなかったことを踏ま

え、国や地方自治体に防災・防犯対策を講じ

ることも義務づけられました。

このように、改正障害者基本法は、障害者

の定義を見直し、社会的な障壁を取り除くた

めの配慮を行政などに求めていることから、

本市においての取り組みについてお伺いしま

す。

次に、健康問題の大腸がん検診無料クーポ

ン券事業の導入ついてお伺いします。

日本人の寿命が延びるのにあわせ、がんも

急激にふえてきました。長寿それ自体はすば

らしいことですが、病気になってしまって

は、せっかくの長生きも意味がありません。

日本人が一生のうちにがんにかかる確率は

約５０％とも言われており、目覚ましい医療

の進歩で約半数が治るとはいえ、残念ながら

いまだがんを克服できておらず、やはりがん

は、だれでも一番かかりたくない病気の一つ

と言われています。

折しもこの９月は、がん征圧月間です。が

んは、日本人の死亡原因の第１位となってお

り、長い間の生活習慣の乱れが発病に関係し

ていると言われていることを考え合わせる

と、規則正しい生活やバランスのとれた食習

慣、適度な運動などによって予防することが

大事であり、さらには、早期発見のためのが

ん検診が重要となってきます。

今、日本においては、大腸がんの年間の罹

患者数が１０万人以上で、働き盛りの４０歳

代後半から増加しているとのことです。

これまで、私たち女性特有のがん対策には

手厚い施策をしていただいてまいりました

が、大腸がん検診も受診しやすい環境を整え

ていただきたいと願い、本市においても無料

クーポン券事業を導入していただきたく、お

伺いします。

最後に、防災問題の学校施設の防災機能向

上についてお伺いします。

東日本大震災のつめ跡が今なお生々しく残

る中、９月１日、防災の日を迎えました。東

日本大震災は、自然災害に対する私たちの考

え方を一変させました。

大災害はどこか遠くにあるものなのではな

く、今ここにあるものであること。そして、

改めて日本が地形・地質・気象等の自然的条

件から、地震・津波に限らず、台風、集中豪

雨などの災害が発生しやすい国土であること

を思い知らされました。

文部科学省は、ことし６月に、このたびの
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東日本大震災の被害を踏まえた学校施設の整

備に関する検討会を立ち上げ、今後の学校施

設の整備方策について検討を行い、７月７日

に検討会としての緊急提言を取りまとめ、公

表しました。

いざ災害が起こったとき、学校施設は地域

の防災拠点となることが多いのですが、東日

本大震災では、学校施設の防災機能が十分で

ない実態が浮き彫りになり、いつ発生するか

わからない次の災害に備え、学校施設の防災

対策を急がなければなりません。

そこで、緊急提言のポイントである、１点

目、学校施設の安全性の確保について、２点

目、地域の拠点としての学校施設の機能の確

保について、３点目、電力供給力の減少等に

対応するための学校施設の省エネルギー対策

について、本市の取り組みをお伺いします。

以上で、私の質問を終わります。御答弁を

よろしくお願いいたします。

○副議長（小比類巻雅彦君） ただいまの１

１番春日洋子議員の質問に対する当局の答弁

を求めます。

市長。

○市長（種市一正君） ただいまの春日議員

さん御質問のうち、行政問題、空き家再生推

進事業の取り組みについては私から、その他

につきましては副市長及び担当部長からお答

えをさせますので、御了承願いたいと存じま

す。

当市では、平成２０年に市内の全町内会長

さんの御協力をいただきまして、空き家把握

調査を実施いたしました。その際、当市が把

握した空き家の総戸数は１３２戸でございま

した。そのうち、管理されているものが７３

戸、管理されていない、あるいは管理されて

いるかどうか不明なものが５６戸、廃屋状態

で危険と思われるものが３戸でございまし

た。

特に危険で、緊急な対策が必要と思われる

空き家３戸につきましては、所有者に撤去等

の対策をお願いし、現在では解決に至ってお

ります。

また、管理者が不明な空き家につきまして

は、青少年の非行防止や地域の防犯上好まし

くないとの観点から、所有者の確認作業を行

いながら適正な管理をお願いしたところでも

あります。

さらには、三沢警察署をはじめ防犯協会や

青少年補導員などの関係団体にも御協力をい

ただいて、巡回等の見回りを行ってきている

ところでもあります。

議員さんの御質問の空き家再生等推進事業

につきましては、おっしゃるように、もとも

とは過疎地域などを対象に、地域の防災・防

犯性を向上させるため、あるいは地域の活性

化やコミュニティーの維持、再生を図るため

に、空き家住宅等の除去や改修等に要する費

用の一部を国が補助する制度として、平成２

０年度から実施されているものであります。

その後、平成２１年度において、平成２５

年までの時限措置として、補助対象地域の要

件が緩和されまして、過疎地域以外の自治体

においても本事業を活用できるよう制度改正

されたものであります。

現在、空き家住宅に関する市民からの要望

あるいは苦情は、年間数件ございます。その

ほとんどが、環境面や衛生面での相談となっ

ておりまして、その都度、所有者や管理者に

対して対策をお願いし、問題の解決を図って

きているところであります。

今後、さらに少子高齢化が進む中で、管理

者のいない空き家住宅が増加していくことも

予想されます。安全で安心な住居環境の整備

及び地域コミュニティーの活性化を図る観点

から、空き家の住宅除去、または公共的施設

等への改修あるいは転用へのニーズも高まっ

てくるものと考えられます。

他方では、空き家といえども、個人の財産

に対しては、行政は一方的に処分できず、ま

た、権利関係が複雑に絡み合い、直ちに処理

できないことが多いのが現状でございます。

当市といたしましては、今後、空き家問題

の解決に当たっては、地域住民の要望を踏ま

えながら、当該事業と類似の補助制度の活用
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も視野に入れまして、適切に対応してまいり

たい、このように考えております。

私からは、以上でございます。

○副議長（小比類巻雅彦君） 副市長。

○副市長（大塚和則君） 健康問題の大腸が

ん検診無料クーポン券事業の導入についてお

答えをいたします。

当市では、これまでも健康増進法に基づ

き、各種がん検診を実施しておりますが、大

腸がん検診につきましては、４０歳以上の方

を対象として、市民がん検診として集団での

検診を行っております。２３年度は、６月か

ら１２月にかけ、２１日間の検診日を設けて

実施をしております。

また、平成２２年度からは、４０歳、５０

歳の方を対象として、大腸がん検診の無料化

を実施し、受診率向上に努めております。

さらに、今年度、厚生労働省より、がん検

診受診勧奨事業の一つとして、子宮頸がん、

乳がん検診に加え、新たに大腸がん検診を対

象としたがん検診推進事業を実施するよう通

達がなされました。具体的には、４０歳から

６０歳までの５歳刻みの年齢を対象に、無料

クーポン券、検診手帳、受診案内を送付し、

受診希望者には検査キッドを送付して検査を

実施するというものであります。

このことから、当市では、現在、同事業を

実施すべく、今年度対象の約２,８００名の

方々に対し、個別通知による受診勧奨の準備

を進めているところでございます。

対象者の方々には、従来の市が行っている

市民がん検診での受診のほか、平成２４年３

月３１日まで、通年で検診を受診できる体制

を整えております。

また、周知方法としましては、個別通知の

ほか、広報、マックテレビ、ホームページ等

の活用により周知をし、未受診者に対しまし

ては、電話による個別勧奨を行うなど、より

効果的ながん検診推進事業を進めてまいりた

いというふうに考えております。

○副議長（小比類巻雅彦君） 総務部長。

○総務部長（工藤智彦君） ＰＲＥ戦略の導

入につきましてお答えいたします。

地方公共団体が所有、利用する不動産をＰ

ＲＥと表現し、平成２１年度に国土交通省が

公表しました管理・運用を戦略的に行うＰＲ

Ｅ戦略を実践するための手引書の中で、実際

に取り組まれている事例を紹介しておりま

す。事例集には、公共施設全体の維持管理、

更新計画や公共施設の再利用または跡地利

用、施設建設資金の新たな資金調達手法など

３６件が紹介されております。

このうち、不動産信託を利用した新たな建

設資金調達のように、国、県の補助事業や交

付税措置のある起債事業を主体としている地

方都市には不向きなものもありますが、三沢

市総合振興計画において、行政改革の推進で

は、財政基盤の確立の一環として、国、県の

補助事業等の効果的活用や未利用地の売却促

進を図り、また、財政運営の効率化では、公

共施設、都市基盤整備の見直しの一環とし

て、施設の統廃合、長寿命化の推進を目指し

ており、市営住宅や保育所跡地等の公売や、

廃校となった北部地区小学校の校舎を団体活

動センターとして再利用するなど、ＰＲＥ戦

略として称しておりませんが、既に取り組ん

でいるものもございます。

今後につきましては、実践事例の中にある

事業を計画する場合の参考事例として研究し

てまいりたいと考えております。

以上でございます。

○副議長（小比類巻雅彦君） 健康福祉部

長。

○健康福祉部長（宮古直志君） 福祉問題の

改正障害者基本法の成立に伴う本市の取り組

みにつきましてお答え申し上げます。

障害者基本法は、昭和４５年に、障害者の

自立及び社会参加の支援等のために障害者の

福祉を増進することを目的として制定されま

した。この法律は、「全ての国民が、障害の

有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有

するかけがえのない個人として尊重されるも

のであるとの理念」に基づき、障害者のため

の基本的な施策となる事項が定められており
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ます。

さて、先ほど議員さんからのお話もありま

したように、本年７月に障害者基本法の一部

を改正する法律が国会におきまして可決さ

れ、８月５日、公布・施行されました。

この法律におけます改正点といたしまして

は、これまで身体、知的、精神の三つを障害

の定義としていたものを、新たに発達障害が

加えられたこと、差別の禁止として、障害者

に対して障害を理由としての権利・利益を侵

害する行為の禁止、防災及び防犯に関しまし

ては、障害者の実態に応じて必要な施策を講

ずることとし、また、選挙時における配慮と

して、障害者が円滑に投票できるよう投票所

の施設や設備の施策を講ずること等が新たに

改正されました。

御質問の今回の改正に伴う市の取り組みに

つきましては、すべての市民が障害の有無に

よって分け隔てられることなく、相互に尊重

し合いながら共生する社会の実現と、障害者

の自立及び社会参加の支援ための施策を総合

的かつ計画的に推進してまいりたいと考えて

おります。

具体的には、まだ法律が改正されて間もな

いため、今後、障害者が地域社会において、

他の人々とともに支障なく生活するために

は、どのような施策を講じていく必要がある

かを十分見きわめ、調整を図り、福祉、防災

等のその他関係部局及び関係団体と十分に協

議をしながら対応してまいりたいと考えてお

ります。

以上でございます。

○副議長（小比類巻雅彦君） 教育長。

○教育長（吉田 健君） 防災問題の学校施

設の防災機能向上について、平成２３年７月

７日、文部科学省から公表されました東日本

大震災の被害を踏まえた学校施設の整備につ

いての取りまとめについては、当教育委員会

としても承知しているところでございます。

御質問の第１点目、学校施設の安全性の確

保についてお答えいたします。

当市の学校施設の耐震化については、平成

２４年度に実施する予定の木崎野小学校と三

川目小学校の完了並びに第三中学校の新築完

成をもって、耐震化率は９７％になる予定で

ございます。

また、非構造部材の耐震化については、非

構造部材と言われる天井材、内装材、照明器

具、窓ガラス、書棚等、専門家による点検を

要することから、小中学校の点検業務委託料

として、今回の補正予算に計上したところで

ございます。

津波対策については、特に海岸地区の３校

では、３月１１日の大震災後、緊急時におけ

る下校体制・行動マニュアル等を作成し、地

震及び津波発生時の避難場所、避難経路、避

難方法等、津波からより遠く安全な場所へ避

難できるよう避難訓練を実施するなど、対策

を講じているところでございます。

２点目の地域の拠点としての学校施設の機

能の確保については、今回の震災において多

くの問題が発生したことから、防災担当部局

とも厳格な検証を行い、学校施設の防災機能

向上のため、物資の備蓄や発電機等の設置体

制を順次整備するため検討しているところで

ございます。

今後におきましても、児童・生徒はもちろ

んですが、地域住民の応急避難場所としての

役割を担っていくため、当教育委員会と防災

担当部局との連携をさらに深めてまいりたい

と考えております。

３点目の電力供給力の減少等に対応するた

めの学校施設の省エネルギー対策について

は、今回の震災において電力供給力が大幅に

減少し、学校施設においても従前以上に省エ

ネルギー対策を講じることが求められている

ため、既存施設を含め、環境を考慮した学校

施設の整備を一層推進することが必要である

としております。

また、電力供給力減少への当面の対応とし

て、短期間で効果が得られる方策や、子供た

ちなど学校関係者みずから改善できる対策を

講じることも必要であるとしております。

市内小中学校では、従来から電気、ガス、
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水道等について、小まめな節約に努力をして

いるところですが、さらに、平成２２年度、

省エネ法の改正に伴い、当教育委員会では、

省エネ法に係る定期報告書等作成業務を行

い、その結果を経済産業省と文部科学省に提

出しております。

経済産業省が年間１％減少を目標としてい

る中、当教育委員会が所管する学校を含めた

施設全体が消費する電気、ガス、Ａ重油など

の使用総数は、平成２１年度実績に対し、平

成２２年度実績は約２％の減少になっており

ます。今後においても継続し、努力してまい

りたいと考えております。

以上でございます。

○副議長（小比類巻雅彦君） １１番。

○１１番（春日洋子君） 質問順に再質問さ

せていただきたいと思います。

先ほど市長より、空き家の本市の状況であ

りますとか対策、その現状は理解することが

できました。

総務部長からＰＲＥ戦略の御答弁をいただ

いたわけですけれども、私が今回ねらいとし

ているのは、経済の活性化と財政健全化を図

るべく、質問の要旨に書いてあるとおりの、

そういう思いを持って質問させていただきま

した。

ＰＲＥ戦略を実践するための手引書の事例

編の中には、先ほどの北部地域の小学校の統

廃合による廃校に、そういう土地、また、建

物の空き家、また、店舗等も多く含めた、こ

の事例編の中に学校跡地の活用の事例が多く

載ってございました。

私は、総務部長が、現在の廃校に関しては

地域の団体活動の拠点として利用していただ

いている。このことは私も承知はしておりま

すけれども、それにとどまらず、今後の方策

として、やはり広く、財政健全化、活性化と

いうことを主題とした取り組みがなされない

かということを希望しているものですから、

答弁と少し一致しないなというところも感じ

ながらお聞きしておりましたけれども。

私が思うのは、市の現在抱えているこうい

う資産をホームページ等で全国に、広く市内

外に情報を発信して事業を展開していただく

とか、そういう市が今持っている財産を広く

広報いたしまして、そういう募集ですとか、

そんなことをしていただけるものが必要では

ないかなと、希望でもあるのですけれども、

そのことが１点です。ホームページ等を活用

してということです。

次に、改正障害者基本法でありますけれど

も、もちろん今、施行されて間もないわけで

すから、一気に何かしらをできるということ

はないとは思いますけれども、市が策定して

いる障害者基本計画、今回の改正障害者基本

法の施行に伴って、照らし合わせて、どのよ

うに検証がなされていくのか、お聞きしたい

と思います。

また、これは担当部局だけではなしに、例

えば今回の基本法の中に、投票所での障害者

の方への対応、また、子供たちの発達障害者

が今回定義に含まれたということでは、教育

委員会との連携も必要になるのではないかと

いうふうに思うわけなのです。ですので、こ

ういうことも踏まえながら、基本計画がどの

ように検証されていくのか、これからの取り

組みがどういうふうになるのかということを

お聞きしたいと思います。

健康問題の大腸がんですけれども、これか

ら、より多くの人に、自分の健康と命を守る

ために積極的にがん検診を受けていただきた

いというふうに願っておりますけれども、私

は、常々マックテレビを見て感じていること

なのですけれども、市の広報がマックテレビ

に映し出された場合は、文字放送がほとんど

ではないか。そうしますと、例えば手を休め

て、テレビの前にしっかり座って見ている方

は、文字を追って理解できるけれども、音声

がないために、文字がほとんどでありますの

で、この訴えが弱いのではないかというふう

に自分自身はいつも思っておりまして、たま

たま県の広報等を見ますと、文字と音声、両

方に感じるのです。

ですから、ぜひ私は、これまでもさまざま
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な取り組み、がん検診等の受診率を高めるた

めに、広報みさわ、マックテレビは、これは

主であるのは理解できますけれども、ぜひこ

の機会に視点を変えまして、もっとより多く

という意味で、マックテレビになりますけれ

ども、例えば私が思うには、今、市内の企業

のＣＭを流していただいています。例えば、

お医者さんが出て、がん検診の大切さとか、

何か短い時間の中でも映像で訴えていくとい

う、そういう取り組みもいかがでしょうかと

いうふうに思っておりますので、その点につ

いて見解をお聞きしたいと思います。

最後に、学校施設の防災機能向上について

教育長から答弁いただきましたけれども、早

速、非構造物のところの予算をつけていただ

いて、改修に入っていただくことはありがた

く思っております。

私が今思っていますのは、これからの取り

組みとして、３点目なのですけれども、省エ

ネルギー対策ということで、これから第三中

学校が新築されますけれども、工事に当たっ

て、可能であれば、これからの設計の中で太

陽光の設置ですとか、省エネルギーに対する

モデル校のようなものがここに施されれば理

想的かなと。既存の校舎に何かしら考えてい

くというのは、また大変な工事ですから、予

算もないと思いますけれども、これから新築

となる第三中学校に、理想とする省エネル

ギー対策を施された、モデル校となるような

校舎の建築を考えていただければありがたい

なというふうに私は思っておりますので、こ

の点についてお聞きしたいと思います。

以上でございます。

○副議長（小比類巻雅彦君） 答弁を願いま

す。

副市長。

○副市長（大塚和則君） 健康問題の大腸が

ん検診に関する再質問についてお答えをいた

します。

マックテレビの広報の仕方について、もう

少し工夫が必要ではないかというふうなお話

でございます。

マックテレビの活用に関しましては、さま

ざまな映像でのＰＲといいますか、それは非

常に訴えるものが相当強いものだというふう

に思います。市独自の方法として、どのよう

な形があるのか、今は広報紙とか、広報みさ

わとかさまざまあります。それから、がん検

診全体は、これは県全体の話でもございます

ので、県ともそういうことについて十分協議

をさせていただくとともに、市独自のそのよ

うな対策についても検討してまいりたいとい

うふうに考えています。

以上です。

○副議長（小比類巻雅彦君） 総務部長。

○総務部長（工藤智彦君） ＰＲＥ戦略の導

入に関する再質問にお答えいたします。

財政健全化のためということで、一つの方

法といたしまして、土地の公売等も今後予定

しておりますけれども、それに当たりまし

て、事例集を参考に研究をさせていただきた

いというふうに考えております。

以上でございます。

○副議長（小比類巻雅彦君） 健康福祉部

長。

○健康福祉部長（宮古直志君） 福祉問題の

障害者基本法に関しましての再質問について

お答え申し上げます。

実は、先ほどお話ししましたように、８月

５日に公布・施行されましたこの法律につき

まして、実は８月９日に、県におきまして、

障害者福祉関係課長が招集され、いろいろと

改正の説明等がございました。その中で、一

応いろいろとお話がありましたけれども、具

体的な施策等につきましては、今後、いろい

ろな状況で示されるのではないのかなという

ことで、はっきりとした指針というのは、今

後の方針の中に示されるものと考えておりま

す。

それを受けまして、先ほど障害者福祉計画

との整合性ということでのお話があったと思

いますけれども、やはりこれにつきまして

は、県のほうのそういうふうな指針等も踏ま

えまして、総合的な判断をして、今、三沢市
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で持っております障害者福祉計画の中で十分

対応していきたいと思っております。

それからもう一つ、基本法につきましての

教育の関係の御質問がございました。これに

つきましては、今回、基本法についても大変

多くの文言が改正されております。これにつ

きましても、教育委員会とも今後十分な連絡

とか協議を進めながら、この基本法の精神に

のっとるような形で、福祉部として教育委員

会と十分協議しながら進めてまいりたいと考

えております。

以上でございます。

○副議長（小比類巻雅彦君） 教育長。

○教育長（吉田 健君） 再質問にお答えい

たします。

先般の文科省の緊急提言では、エコスクー

ルの整備を一層推進することが必要である

と。これに対して、三沢市の場合は、今、新

たに建設する第三中学校についてどうなのか

ということで、お答えしたいと思います。

第三中学校の建設計画は、１年半前から説

明会、そして、担当部署等が入った、建設部

等も入ったワーキングで、あと、地元の

方々、ＰＴＡ等が入った全体会、代表会議、

そして、各部会、四つほどあるのですが、そ

の中で、今回示された提言の四つのうちの最

新技術等の活用ということで、太陽光発電パ

ネルの要望が出てまいりました。

予算の中でさまざまな工夫をして、今、大

体１,６００万円ぐらいの予算になるようで

すけれども、それを設置しまして、地震、例

えば津波等、例えば照明が全くなくなった、

電気が切れたと、そういうようなときに明か

りがきちんとつくような、または、幾らかは

暖房に回せるようなということで、今、その

計画をしております。設計図の中にきちんと

入っておりますので、今、検討中で、多分そ

のような形での学校に、エコスクールの形に

なると思います。

そのほかに、断熱化の整備の効率化ですと

か、例えば自然光、通風など、さまざま会議

の中で出てまいりまして、そういうようなこ

とも検討した中で、今のことが決定してござ

います。それを予算内の中で工夫して、新た

なエコスクールを目指したいなと、こう思っ

ております。

以上でございます。

○副議長（小比類巻雅彦君） １１番。

○１１番（春日洋子君） 先ほど総務部長か

ら、１点、質問に対しての答弁漏れがあった

ように思うのですけれども。私は先ほど、市

の公有資産をホームページ等を活用して、広

く市内外に情報提供して、事業展開をしてい

ただけるようなきっかけになるような取り組

みはいかがでしょうかという、そういうお考

えがあるかということをお聞きいたしました

けれども、その点について、最後にお聞きし

たいと思います。

○副議長（小比類巻雅彦君） 答弁願いま

す。

総務部長。

○総務部長（工藤智彦君） 再々質問にお答

えいたします。

ホームページの活用での全国からの活用の

募集につきましては、現在のところ具体的な

予定がありませんけれども、そういう事案が

生じました場合に、内部で検討してまいりた

いというふうに考えております。

以上でございます。

○副議長（小比類巻雅彦君） 以上で、１１

番春日洋子議員の質問を終わります。

それでは、一般質問を次に移ります。

６番鈴木重正議員の登壇を願います。

○６番（鈴木重正君） 拓心会の鈴木重正で

す。

質問に入る前に、議長のお許しをいただ

き、一言ごあいさつをさせていただきます。

三沢市の現状、そして、三沢市の未来に一

抹の憂いを抱き、市勢発展のためには、議会

議員として、その責務を十二分に果たしてい

くべく、個々人がさらなる研さんを積み、能

力の向上に努めていくことはもとより、力を

合わせて、より一層議会力を高めていく必要

があるとの思いから、このたび新たなる会派
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拓心会が結成されたところであります。

私たちは、よこしまな思いなく、みずから

を拓き、三沢市の希望に満ちた未来を拓いて

いくために全力を傾注してまいります。皆様

の御理解、御協力を賜りますよう、どうぞよ

ろしくお願いいたします。

それでは、通告に従いまして一般質問をい

たします。

三沢市では、昨今の多様化・複雑化する社

会情勢や地方分権の推進等により、地方自治

体には国には依存しない自立した経営が一層

求められている中で、住民主体のまちづくり

である住民自治の確立と、市民が行政に積極

的に参画できる市民参加の推進を目指し、三

沢市総合振興計画前期基本計画重点プランと

して地域協働の推進を位置づけ、各種施策に

取り組んでおられます。

本年２月には、市民が主体となって行政に

参加できる、協働による新しいまちづくりの

推進を図るために設置された三沢市協働のま

ちづくり市民会議から、「市民一人ひとりが

輝き参加し、心ふれあう個性豊かな協働のま

ちづくりを目指します」を基本理念に定めた

協働のまちづくりに関する提言がなされ、今

後、この提言を踏まえ、さらなる施策を講じ

ていかれる考えであるとのことであります。

市民参加、協働のまちづくりを推進してい

くために、特に講じられる個別具体の施策も

大変重要なものでありますが、その前提とし

て、住民と行政との間に信頼関係がなければ

ならないということは言うまでもないことで

あり、そのためには、公平・公正な行政運

営、日々の行政活動における心のこもった住

民への対応、対話はもちろんのこと、行政の

透明性を確保するということが大切ではなか

ろうかと思うところであります。

少子高齢化や人口減少問題、経済状況の低

迷など、我々を取り巻く社会状況が変化する

中で、住民の行政への積極的参加、住民の理

解が不可欠な施策・事業を推進していくため

には、より多くの住民に対し、政策形成、意

思決定過程を含む行政情報を積極的に提供

し、共有していくことが重要であり、それに

よって行政の透明性はより一層確保されてい

くこととなるのではないでしょうか。

行政情報を提供する際には、提供側である

行政の押しつけ、独断ではなく、受け手側で

ある住民の必要とする情報を、そして、行政

側にとって都合のよい情報だけでなく、都合

が悪いと思われる情報についても提供し、共

有することによって、相互の信頼関係が構築

されていくものであると思っております。

また、受け手である住民の側にも立った行

政情報を積極的に提供していくということ

は、多くの行政情報の中から、行政の施策・

事業を進めていく上で、住民の理解や協力を

得るためには何が必要なのか、常に住民の目

線で適切で効果的な情報を積極的に選択する

こととなり、これまで以上に住民の立場に

立った行政活動、行政運営につながっていく

ことになるものであります。

以上のような観点から、市民参加や協働の

まちづくりを推進していく上での市民に対す

る行政情報の提供に関して質問するものであ

ります。

行政情報を大別すれば、催しや行政サービ

スに関するお知らせ・周知的な情報、デー

タ・統計的な情報、決定後の政策や基本とな

る計画などの情報、そして、政策形成、意思

決定過程などの説明的情報となり、三沢市に

おいて、これらの情報を市民に対して提供す

る手段としては、広報紙、ホームページ、

マックテレビ、情報公開コーナーなどがあ

り、中でも、時宜を得た情報提供、最新でわ

かりやすい情報提供、情報へのアクセスの利

便性、情報量の豊富さなどを考えた場合、

ホームページの果たすべき役割は非常に重要

なものであると思っております。

市民に対する行政情報の提供を具体的に見

てみれば、行政情報の提供についての基本的

な考え方のもと、多くの行政情報の中から提

供される情報が決定され、そして、より適切

で効果的な提供手段が選択され、所要の手続

等を経て提供されているものであると考えら
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れますが、果たして、三沢市が推進していこ

うとしている市民参加や協働のまちづくりを

考えたとき、市民に対する行政情報、特に予

算編成過程をはじめとする政策形成、意思決

定過程の説明的情報の提供、共有は十分なも

のとなっているのでしょうか。その目的や重

要性・必要性はどのように認識されているの

でありましょうか。

そこで、はじめに、三沢市は、市民参加や

協働のまちづくりを推進していく上で、市民

に対する行政情報の提供についてどのように

考えているのか、お伺いいたします。

次に、広報紙、ホームページなどの行政情

報の提供手段について、それぞれの役割をど

のように考えているのか、お伺いするもので

あります。

３点目として、ホームページにおける行政

情報の提供についてであります。

三沢市では、昨年度、ホームページがリ

ニューアルされ、今春から運用が開始された

ところでもあり、その内容の充実等が非常に

期待されるところでありますが、率直に言い

まして、まだまだ提供されている情報の内容

等は決して満足できるものではなく、また、

同じ三沢市の中でも、組織別に見てその内容

等に大きな開きがあるように感じられるとこ

ろであります。一体どのような基準で、いか

なる手順を踏み、提供される情報が決定され

ているのでしょうか。

そこで、ホームページにおける行政情報の

提供内容等に係る指針等及び提供に際しての

具体的な手順・手続についてお伺いいたしま

す。

また、現状のホームページにおける行政情

報の提供内容等について、三沢市はどのよう

な評価をしているのか、お伺いいたします。

４点目として、さまざまな行政情報の中で

も、非常に重要でありながら、その提供に消

極的であると思われる、政策形成・意思決定

過程などの説明的情報の代表例でもある各種

審議会や委員会等に関する行政情報の提供に

ついてであります。

三沢市行政経営推進プラン実施計画に、

「各種審議会や委員会等についても、傍聴の

機会を広げるとともに、会議結果については

ホームページで原則公表することとし、市民

との情報の共有化を推進するものとします」

と掲げておりますが、ここで対象としている

各種審議会や委員会等は、現時点においてど

のようなものが具体的に幾つあるのでしょう

か。並びに、行政経営の根幹をなす制度に関

する事項等を協議し、意思決定を行う最高機

関である三沢市行政経営会議や、市民が注

目、期待している東日本大震災からの復興計

画を策定している三沢市復興委員会は、この

対象に含まれているのでしょうか、お伺いい

たします。

また、これら各種審議会や委員会等の傍聴

機会の拡大、会議結果の公表等の現状はどの

ようになっているのか、お伺いするものであ

ります。

以上で、私の質問を終わります。

○副議長（小比類巻雅彦君） ただいまの６

番鈴木重正議員の質問に対する当局の答弁を

求めます。

市長。

○市長（種市一正君） ただいまの鈴木議員

さん御質問のうち、市民に対する行政情報の

提供については私から、その他につきまして

は担当部長等からお答えをさせますので、御

了承願います。

当市では、市民と行政が対等・平等の関係

で協力し合う協働のまちづくり実現に向けま

して取り組んでいるところであります。

市民に対する情報提供をどのように考えて

いるのかとの御質問でありますが、行政情報

の提供は、市民との情報の共有を図るために

も極めて大切なものであると考えておりま

す。

市民参画協働のまちづくりを考えていく上

で、行政情報の提供の基本的な考え方として

は、公平性・透明性・信頼性を踏まえ、積極

的に行うことにより、市民の皆様の行政への

参画意識を促すことになり、ひいては、協働
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のまちづくりが進むものと考えております。

これまでもできる限り情報提供に努めてき

たところでありますが、今後ともあらゆる機

会をとらえて、市民ニーズの把握に努めなが

ら情報提供をしてまいりたい、このように考

えております。

私からは、以上であります。

○副議長（小比類巻雅彦君） 政策財政部

長。

○政策財政部長（米田光一郎君） 御質問の

２点目、行政情報の提供手段と、それぞれの

役割についての御質問にお答えいたします。

当市では、現在、広報紙やホームページ、

マックテレビ、市役所１階ロビーに設置した

情報公開コーナーなどにより、行政情報を市

民の皆様に提供しております。その手段ごと

に対象や性質などが異なり、伝えたい情報の

内容によって使い分けをしております。

例えばホームページでは、電子媒体である

ため、情報を新たに掲載または更新すること

によって、常に最新の情報を提供することが

でき、大量の情報を掲載することができま

す。２４時間３６５日、情報を提供できるこ

と、情報の更新が早いこと、また、市内だけ

でなく、世界じゅうに情報発信可能であるこ

となどの利点がございます。現代の情報化社

会では、非常に有効な情報伝達手段と考えて

おります。

次に、広報紙は、紙媒体で月１回発行し、

町内会を通じて加入世帯に配布しております

ことから、メリットとしては、高齢者等にも

確実に情報が伝達されます。その内容は、行

政情報や議会情報に加え、イベントや各種健

康診断などのお知らせ、マックチャンネルガ

イド、市内で起こったさまざまな出来事など

を掲載しており、行政側から特にお知らせし

たいことや、市民の皆様が特に関心を寄せて

いる事柄については、特集記事として、内容

を通常より充実させて掲載しております。

発行が月１回であるため、伝達に時間がか

かること、また、印刷にかかる予算に限りが

あるため、情報量にも限度がある点などがデ

メリットとして考えられます。

以上のように、それぞれの伝達手段の持つ

役割については、それぞれの特性を踏まえて

活用を考えております。

次に、行政情報の提供をどのような手順・

手続で行っているかについてお答えいたしま

す。

ホームページに掲載する行政情報の提供内

容に係る指針等についてでございますが、三

沢市広報規則第７条の規定に基づき、見やす

く、わかりやすいように企画・製作及び編集

して掲載することとしております。

また、どのような情報を提供するかについ

ては、詳細なガイドラインはございません

が、各担当課がそれぞれの事案に合わせて、

行政機関として市民の方に伝えなければなら

ない情報を判断し、より見やすく、わかりや

すい表現をもって提供するように努めている

ところでございます。

次に、ホームページに行政情報を掲載する

際の手順・手続については、現在、２段階の

承認方法をとっております。

まず、担当課において、どのような情報を

提供するか検討いたします。次に、担当職員

が提供する情報の具体的内容を作成し、担当

課の中で、その内容で掲載してよいか検討・

確認し、１次承認していただきます。その

後、提供する内容について、広報広聴課が、

見やすく、わかりやすい表現であるかといっ

た観点からチェックし、問題がなければ２次

承認を行い、インターネット上に公開される

手順となっております。

次に、行政情報の提供内容について、どの

ような評価をしているかについてお答えいた

します。

ホームページにおける情報の提供内容につ

いては、１点目、行政として市民の方に伝え

るべき情報が掲載されているか、２点目、常

に最新の情報が掲載されているか、３点目、

わかりやすい表現で十分な量の情報が掲載さ

れているか、４点目、正確な情報が掲載され

ているかを基本として、内容の充実に努めて
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おります。

まず、１点目の行政としての住民の方に伝

えるべき情報が掲載されているかにつきまし

ては、ことし５月に市のホームページをリ

ニューアルし、イベントや健康診断などのお

知らせ、市内で起こった出来事などの情報は

当然のこと、市で推進する政策や施策・事業

などの行政情報を市民の皆さんにわかりやす

い状態で掲載しているところでございます。

次に、２点目の常に最新の情報で掲載され

ているかどうかにつきましては、各担当が自

分のパソコンからネットワークを通じて情報

の作成変更作業ができるようになったため、

作業上での時間的なおくれはなくなったもの

の、一部においては、政策や事業が決定され

た後やイベント終了後に速やかに情報が掲載

されていないこともあり、今後は情報更新の

迅速化に努めてまいりたいと考えておりま

す。

次に、３点目、４点目のわかりやすい表現

で十分な量の正確な情報が掲載されているか

につきましては、単に要綱や結果のファイル

を掲載するのではなく、市民の立場に立っ

て、わかりやすさを提供できるようにしてい

きたいと考えております。今後は、１次承認

及び２次承認の段階で、住民の方によく理解

していただけるよう説明や写真・映像などを

掲載し、内容をチェックすることで、住民の

方にわかりやすく正確な情報提供に努めてま

いりたいと考えております。

このようなことから、現在のホームページ

については、今後さらなる充実した最新の内

容での情報提供に努めてまいりたいと考えて

おります。

以上であります。

○副議長（小比類巻雅彦君） 総務部長。

○総務部長（工藤智彦君） 行政情報の提供

についての第４点目、各種審議会や委員会等

に関する行政情報の提供についてお答えいた

します。

はじめに、三沢市行政経営推進プラン実施

計画で、傍聴の機会を広げ、会議結果につい

てホームページで原則公表する各種審議会や

委員会等の数についてお答えいたします。

市の審議会、委員会等は、現在６３あり、

会議の原則公開の対象として考えているの

は、法律に基づき設置されている三沢市地域

公共交通会議など４委員会と、条例・規則に

基づいて設置されている三沢市行政改革推進

委員会など２８委員会と、その他要綱等に基

づき設置されている三沢市姉妹都市委員会な

ど９委員会等で、合計４１あります。

また、三沢市行政経営会議及び三沢市復興

委員会が原則公開の対象に含まれているかど

うかという御質問でございますが、三沢市復

興委員会は対象に含まれておりますが、三沢

市行政経営会議については対象に含まれてお

りません。

次に、傍聴機会の拡大、会議結果の公表等

の現状についてお答えいたします。

平成２１年度時点で傍聴することができた

のは、三沢市地域交通会議、三沢市行政改革

推進委員会など６委員会等でありましたが、

現在、会議を傍聴できるのは、三沢市復興委

員会、三沢市地域創造ワークショップが加わ

り、８委員会等となっております。

また、会議結果について、会議録等をホー

ムページに掲載しているのは、平成２１年度

時点で、三沢市地域公共交通会議だけであり

ましたが、平成２２年度からは、三沢市男女

共同参画ワーキンググループもホームページ

掲載を行っております。

今後におきましても、会議の公開、会議録

の公表について拡大を図ってまいりたいと存

じます。

以上でございます。

○副議長（小比類巻雅彦君） ６番。

○６番（鈴木重正君） 何点か再質問をさせ

ていただきます。

まず１点目ですが、行政情報のホームペー

ジにおける提供内容に係る指針等ということ

でありますが、内容は見やすく、わかりやす

くということは広報の規則で決まっている

と。その前に、しからば、そもそもどういっ
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た情報をホームページで積極的に情報として

提供していくかという部分については、ガイ

ドラインはなく、各担当課の判断で現在やっ

ているという答弁でございました。

私、質問でも若干申しましたが、そうしま

すと、各担当課ごと、組織別に見ますと、そ

の内容にかなりの差が出てきているように私

は感じておりますが、先ほどの評価として

は、そういった点は触れられておりません

が、そこについて、三沢市としては、住民参

加や協働のまちづくりを推進していく上で、

こういった情報を積極的に住民の方々に出し

ていこうという、ある一定のガイドラインと

いうか、基準、それを設けるつもりはあるか

ないか。これまでどおり、そこの部分は担当

課の皆さんで判断してくださいというお考え

なのか、そこをまず１点、お聞かせいただけ

ますでしょうか。

２点目といたしまして、各種審議会や委員

会等にということでありますが、６３審議会

やら委員会があるというお話だったと思いま

す。そのうち対象となっているのが４１委員

会だというお話でありましたが、まず、そう

しますと、対象でない委員会というのは、ど

うして対象でないのかというのが、まず１点

です。

次に、復興委員会は対象になっていまし

て、行政経営会議は対象にはなっていないと

いうお話でありましたが、しからば、まず、

復興委員会は、ついこの前、設置されたばか

りで、まして、年内には結論を出すという委

員会だと思いますけれども、その会議録等々

の公表状況というのはどうなっているのか。

次は、行政経営会議は対象とはなっていな

いということでありますが、しからば、行政

経営会議に係る情報の提供についてどのよう

に考えておられるのか、これについてお聞か

せをいただきたいと思います。

最後ですが、傍聴機会の拡大、会議結果の

公表ということで、先ほど傍聴は８委員会等

が既にやっていますと、会議結果の公表は２

委員会等でやっていますというお話でした

が、そうしますと、まだ３０以上の委員会等

は傍聴も会議結果も公表されていないという

ことでありますが、それは、どこにネックと

いうか、原則公表しますというのが原則とし

て掲げているわけですので、どこがネック

で、いまだに検討をされているのか、そこに

ついてお聞かせいただけますでしょうか。

○副議長（小比類巻雅彦君） 答弁願いま

す。

政策財政部長。

○政策財政部長（米田光一郎君） ホーム

ページの指針を、一元的な指針を持ったほう

がいいのではないかという御質問にお答えい

たします。

先ほど申しましたように、現時点での取り

組みは各課の判断でございます。なぜこうな

るかといいますと、タイムリーに国の指針、

県の指針、それらとの調整が必要で、それを

受けて、この点については大々的に早目に大

量の情報を流してほしいという要請があれ

ば、それにこたえるというようなことをして

いるものであります。

ただ、現在の広報規則の中では、中身を審

査するというような条項はなく、見やすさを

追求しなさいというのが広報課の役割になっ

ております。

ただ、議員さん御指摘のように、課によっ

てばらつきがあると、内容と深み等について

もばらつきがあるということですので、これ

について、何らかの方法でガイドラインのよ

うなものを検討してみたいと考えます。

以上であります。

○副議長（小比類巻雅彦君） 総務部長。

○総務部長（工藤智彦君） それでは、再質

問にお答えさせていただきます。

各種審議会等で公表に至っていない委員会

の理由ということでございますけれども、全

部で２２ございますけれども、その内訳とい

たしまして、当該委員会条例等で非公開と

なっているものがございます。またもう一つ

は、情報公開条例におきまして不開示情報を

含んだ案件を扱うということで、非公開とい
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う形になってございます。

それから、復興委員会の会議録の公表の件

ですけれども、現在のところ、ホームページ

で公開に向けて準備を進めているというふう

なことで、担当課のほうから連絡を受けてお

ります。内容につきましては、審議の概要で

ありますとか会議録というふうに聞いており

ます。

それから、行政経営会議の情報の提供です

けれども、行政経営会議につきましては、公

開することによりまして、率直な意見交換が

できなくなるおそれや、特定の者に不当に利

益を与えたり不利益を及ぼすおそれがあると

いうことで、公開の対象としておりません。

それから、傍聴あるいは公開を含めて、少

ないというふうなお話でございますけれど

も、その理由といたしまして、市民の皆様に

行政経営に関する情報を提供することは、協

働のまちづくりを進めていく上で重要である

というふうに考えております。現在の会議の

公開状況では十分ではないというふうに認識

しておりますので、いま一度、審議会等の公

開原則について各課に周知徹底を図りまし

て、会議の公開等の拡大を図ってまいりたい

というふうに考えております。

以上でございます。

○副議長（小比類巻雅彦君） ６番。

○６番（鈴木重正君） 再々質問をさせてい

ただきます。

まず、ガイドラインについては、検討する

ということは理解いたしました。復興委員会

と行政経営会議についても理解いたしまし

た。

まず、６３委員会というか、審議会等があ

る中で、４１委員会が対象で、２２委員会は

対象ではないよというのは、理由として、非

公開として条例で定め、不開示情報云々かん

ぬんと。

そこで、不開示情報というものは、中には

もちろん含まれていると思うのですけれど

も、含まれているから、一概に、すべてこの

対象から外すというところが、私にはちょっ

と理解できないのですけれども、不開示情報

の部分を外して開示というものはできるので

はないのかということなのですけれども、そ

こに係るお考えを聞かせていただきたいと思

います。

あともう１点、傍聴機会の拡大にしても、

今は十分ではないというお話で、これからど

んどんやっていかれるということなのですけ

れども、今のところ、傍聴が８、会議結果の

公表が２なのですけれども、検討の結果、こ

の委員会は、何というのでしょうか、非開示

ですと。非開示の委員会ですと。会議録も原

則公開しませんという委員会があるのかない

のか。それとも、残りの委員会は、まだ全然

結論が出てないのか。傍聴、会議結果の公表

という結論が出ていないで、これから検討す

るのか、そこについてもう一度お答えいただ

けますでしょうか。

○副議長（小比類巻雅彦君） 答弁願いま

す。

総務部長。

○総務部長（工藤智彦君） 不開示情報の

入ったもの以外の審議会等の内容につきまし

てですけれども、非開示情報が入っていない

ものについても、すべて公表しないというも

のではなくて、ただ、非開示情報があるもの

と、あるいは全くないものと分けられればい

いのですけれども、もし分けられないものが

あるとすれば、非開示情報がある場合は非公

開、非開示というふうな形に……。（発言す

る者あり）

○６番（鈴木重正君） ２２委員会が、条例

で非公開ですとか、非開示情報があるので、

そもそも２２委員会は外れているのですけれ

ども、不開示情報があって外れている委員会

でも、一部公開はできるのではないかと。な

ぜ不開示情報があるだけで、そもそもの対象

から外しているのか。

○総務部長（工藤智彦君） 先ほど申し上げ

ました２２の委員会等ですけれども、条例等

で非公開になっているものにつきましては、

すべて非公開ということでよろしいと思うの
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ですけれども、不開示情報のあるものにつき

ましては、いわゆる個人情報が含まれている

とか、あるいは法人の情報が含まれていると

か、あるいは公にすることによって率直な意

見交換等ができないおそれ等々がございます

ということで、公開はしていないのですけれ

ども、それぞれの委員会において開示をする

ということになれば、それは可能だというふ

うに考えております。（発言する者あり）

会議の公開あるいは傍聴等、各会議で統一

されていないような部分もあるのですけれど

も、その大きな要因につきましては、やはり

基準とか指針というものがまだ作成されてい

ないということが大きな理由であるというふ

うに考えております。

したがいまして、当該委員会や担当課にお

きまして、会議内容等により判断し、非公開

とする理由のないものについては、市民の皆

様へ公表するよう進めてまいりたいと考えて

おります。

以上でございます。

○副議長（小比類巻雅彦君） 以上で、６番

鈴木重正議員の質問を終わります。

それでは、一般質問を次に移ります。

４番奥本菜保巳議員の登壇を願います。

○４番（奥本菜保巳君） 日本共産党奥本菜

保巳でございます。

復元機ミス・ビードル号再現飛行の成功に

際し、御尽力された関係各位の皆様に心から

労をねぎらい、謝意を申し上げたいと思いま

す。

ミス・ビードル号による世界初の太平洋無

着陸横断飛行の偉業達成の８０年前にさかの

ぼってみますと、その時代は、さきの第二次

世界大戦前であり、世界情勢は徐々に険悪化

の様相を呈してきた時期でもあります。その

当時、日本はアメリカに対し友好的ではな

く、当然、日米安保条約もない時代の出来事

です。

ウェナッチ市と三沢市のきずなは、太平洋

無着陸横断飛行が結びつけたものです。そこ

には何ら利害関係も軍事同盟もない、真の友

好関係がありました。

人と人、国と国とを結びつける大切なもの

とは何なのか。人種や国境を超え夢を追うア

メリカ青年たちと、それを支え続けた三沢村

民たちの心意気を後世に伝えるべく、愛らし

い姿の復元機ミス・ビードル号は懸命に大空

を飛んでいるように私の目には映りました。

利権や軍事同盟のない対等な日米関係、友

好関係の構築を切に願っています。

それでは、一般質問に入ります。

まず、第１の質問です。

８月１１日、基地内に放射性廃棄物が存在

すると新聞で報道されました。記事による

と、基地内で保管されている放射性廃棄物

は、福島原発事故の影響が懸念されている被

災地での支援活動に従事した兵士らが使った

衣類、靴、資機材の付着物や、活動で帰還し

た後の除染作業に使った消耗品などで、外務

省は、処分方法は日米間で協議するとしてい

たとありました。

それに対し県は、米軍三沢基地司令官、東

北防衛局長あてに、地域住民の安全・安心の

確保のため、具体的な処分方法が決定される

まで、引き続き適切かつ安全に保管するこ

と。また、外務大臣あてに、適切に情報の提

供と具体的な処分方法の決定を要請していま

す。

福島原発事故から半年たとうとしています

が、いまだ収束できず、多くの人々が放射能

汚染に対し大変敏感になっており、そのた

め、風評被害も懸念されます。まずは、何よ

り市民の安全・安心のためにも、一刻も早い

詳細な情報提供が求められます。当市として

どのように対処されたのか、伺います。

次に、第２の質問です。

連日、放射能汚染による基準値を超えた農

水産物の報道が後を絶たず、食に対する不安

が高まっています。また、それに伴う風評被

害も深刻になっています。

放射性セシウムに汚染された稲わらをえさ

とした肉牛やお茶、水産物など、被害に遭わ

れた業者の方々にとっては死活問題となって
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います。

また、放射性セシウムに汚染されていなく

ても、汚染地域以外のものでも、その品目が

一たん公表されると、地域に関係なく売れな

くなるという被害が報告されています。要す

るに、基準値を超えたと公表された農水産物

は、汚染地域にかかわらず、風評被害が起き

ているということになります。

そこで、三沢市でも風評被害を受けないた

めに、しっかりとした農水産物の安全確保の

ために、放射性物質検査も含めた対策、その

周知を徹底し、消費者が安心して購入できる

ように、また、地元の農・漁業者を守ってい

くことが必要です。

また、万が一にも起こった場合の風評被害

に対する補償についても、しっかり請求でき

る体制が必要であると考えます。

折しも８月５日、原子力損害賠償紛争審査

会は、原子力損害の判定等に関する中間指針

を発表しました。それによって、風評被害の

主な品目と該当地域が示されました。第１次

被害を受けたものと、一定の経済的関係に

あった第三者に生じた間接被害も賠償対象と

しています。

このような側面からも、三沢市の農水産物

の風評被害対策として視野に入れながら対策

を講じていく必要があると考えますが、当市

としての見解を伺います。

次に、第３の質問、中小零細企業の支援に

ついて伺います。

まず、１点目として、地元企業の育成と雇

用と消費をふやすための施策について伺いま

す。

当市も県と力を合わせ、企業誘致に取り組

んでいます。誘致企業に対しては、かなりの

優遇措置をとっております。幾分雇用はふえ

るとはいえ、非正規雇用がほとんどであり、

企業の収益は、社員数にもよりますが、本社

など所在する中央に吸収されていきます。要

するに、大手の企業を誘致するメリットは、

主に固定資産税と雇用であると言えます。し

かし、デメリットは、景気の動向に左右され

やすく、利益第一主義ですから、見込みがな

ければすぐにリストラしたり、撤退してしま

うおそれがあります。

被災地でもその顕著な事例がありました。

ソニーは、被災を理由に仙台工場の縮小計

画を発表し、２８０人の正社員を広域配転す

るとともに、１５０人の期間工の雇いどめを

実施するとしました。ソニーの工場は被災を

しましたが、保険金で補てんされる見込みと

なっています。しかも、３兆円を超える内部

留保があり、会長の報酬は１人で８億円、副

会長は復興構想会議の委員にもなっていま

す。被災地の復興のために、救済しなければ

ならない立場でありながら、被災した工場の

泥出しなど、懸命に会社の復旧のために働い

ていた期間社員１５０人に対し、いきなり雇

いどめを宣言しました。

このような企業とは対照的に、気仙沼市の

地元水産加工業を営む中小企業の社長さん

は、九つのうち八つの工場が津波で全壊した

にもかかわらず、８００人の従業員の１人も

解雇せずに、工場の再建を目指しています。

雇用を守るということは、地域のきずなを守

ることにほかなりません。

話は飛躍しましたが、すべての大企業を否

定するものではありません。企業誘致をやめ

るべきとは言いません。しかし、地元に根差

している中小零細企業をしっかりと育てて、

地元の雇用と消費をふやしていくために知恵

を絞っていくことが、地域力の向上につなが

るのではないでしょうか。そのための施策を

当市としてどのようにお考えなのか、伺いま

す。

次に、２点目ですが、小規模工事希望者登

録制度の導入について伺います。

小規模工事希望者登録制度とは、建設工事

入札参加資格審査規程に基づく資格審査を受

けていない業者でも、少額で内容が軽易な工

事等の受注、施工を希望する業者を登録し、

自治体が発注する小規模な工事・修繕などに

受注機会を拡大する制度であり、地域活性化

にもつながります。
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鳥取県をはじめ、全国４６都道府県のうち

４１１自治体に広がっています。当市におい

ても公共施設等の修繕等については、小規模

工事希望者登録制度を導入する考えがある

か、伺います。

次に、第４の質問、労働問題について伺い

ます。

自治体では、公共事業として、さまざまな

工事や役務が民間業者や委託業者に発注され

ています。国は、民間にできることは民間で

と民間委託や民営化を推し進め、市場原理主

義により、公共サービスの質の低下と低賃金

労働を生み出しています。

また、自治体における入札制度は、価格だ

けを評価し、そのしわ寄せが下請や労働者に

行きます。行政は公共性を伴うものであり、

環境や福祉、公正な労働基準の確立など、社

会的価値の実現に取り組むべき責務があると

考えます。

２００９年１２月４日、参議院本会議にお

いて、公共事業における賃金確保法制定を求

める請願が採択されました。同年９月には、

千葉県野田市で野田市公契約条例が制定され

ています。

野田市の公契約条例では、公契約にかかわ

る業務に従事する労働者の適正な労働条件を

確保することにより、当該業務の質の確保及

び公契約の社会的な価値の向上を図り、もっ

て、市民が豊かで安心して暮らすことのでき

る地域社会を実現することを目的としていま

す。

条項には、市長が別に定める１時間当たり

の賃金等の最低額以上の賃金等を支払わなけ

ればならないとし、条例に定める事項の遵守

状況を確認するため、必要があると認めると

きは検査ができることが盛り込まれていま

す。公共工事に従事する労働者の賃金を生活

できる賃金にするために有効であり、最低賃

金が低い青森県だからこそ実施する必要があ

ると思います。

公共サービスの質を高め、労働者の賃金と

労働環境を守るため、当市としても公共工事

や役務の業務委託において公契約条例を定め

る必要性があると思いますが、当市の見解を

伺います。

次に、最後になりますが、第５の質問、福

祉問題。福祉安心電話の普及について伺いま

す。

福祉安心電話とは、ひとり暮らしの高齢者

等と病気や障害があって不安を抱えている

方々を対象に、希望者を募って設置し、利用

していただくシステムになっています。

高血圧や心臓病など持病を抱え、突然ぐあ

いが悪くなったときにも、ボタンを押すだけ

で２４時間対応してくれます。電話本体と、

首にかけたり、携帯できるペンダントがあり

ます。近隣に住む協力員や行政、消防署、病

院などの関係機関とのネットワークを築いて

います。ボランティアの方が週に一度、安否

確認の電話をかけてくれます。

実際に安心電話を設置されている方に感想

をお聞きしたところ、ボランティアさんから

の電話が大変うれしいということでした。８

６歳の高齢者のひとり暮らしで、心臓病を

患っていて、不安を抱えている方ですが、こ

の安心電話で、何かあれば２４時間対応して

もらえるという安心感が大変喜ばれていま

す。

火災報知器もセットとなっているので、万

が一火災になっても、自動的にオペレーター

が消防車を要請するシステムになっていま

す。ひとり暮らしの高齢者の方にとって心強

い安心電話は普及するべきものと思います。

先日、温泉に行った際に、高齢者の方々の

会話を小耳に挟みました。おいらせ町在住の

方が、家には安心電話があり、それは町です

ぐ取りつけに来てくれたと言っていました。

三沢市在住の方がそれを聞いて、三沢にはそ

ういうのはないのだよと話していました。安

心電話というシステムを知らない方が多いの

だと感じました。

また、知り合いで、ひとり暮らしの高齢者

ですが、ひざと腰の悪い方で、突然、台所付

近で動けなくなり、そのまま１日近く、身内
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が訪ねてくるまで、固まったままその場にい

たそうです。すぐに身内の方が救急車を呼ん

だとのことです。身内の方が頻繁に訪ねてく

れるケースはまだいいのですが、そうでなけ

れば、何日もその状態でいなければならず、

重症化や、最悪、孤独死に至ってしまいま

す。

３月１１日の震災のときには、ボランティ

アの方々がひとり暮らしの安心電話設置宅に

電話を入れて、安否確認をしたと伺っていま

す。大変役に立っています。

三沢市では、６５歳以上の非課税一人世帯

の方が平成２３年１月１日現在で１,６００

人在住しているということです。

そこで、当市における現在の福祉安心電話

の普及率と周知についてどのように対応され

ているのか、伺います。

以上で、壇上からの一般質問を終わりま

す。

○副議長（小比類巻雅彦君） ただいまの４

番奥本菜保巳議員の質問に対する当局の答弁

を求めます。

市長。

○市長（種市一正君） ただいまの奥本議員

さん御質問のうち、基地内放射性廃棄物につ

いては私から、その他につきましては副市長

及び担当部長からお答えをさせますので、御

了承を願いたいと存じます。

基地内の放射性廃棄物につきましては、去

る８月１０日、外務省から、米軍が東日本大

震災の被災地で行った復旧支援活動、いわゆ

るトモダチ作戦に伴い生じた低レベル放射性

廃棄物が、米軍三沢基地に存在するとの連絡

を受けたところであります。

外務省によりますと、放射性廃棄物は、支

援活動に従事した隊員の衣類や靴、航空機等

の除染に用いた布などの固体廃棄物であり、

安全かつ適切に管理されているため、外部へ

の影響はないとのことでありました。

しかしながら、具体的な内容が不明であっ

たことから、当日、外務省に対し、改めて放

射性廃棄物の数量等について情報提供を求め

たところであります。この求めに対し、外務

省では、８月３１日に新たな情報を当市へ提

供したところであります。

その内容は、三沢飛行場においては、布等

の固体廃棄物を約２００リットルの容量があ

るドラム缶１１本に密閉した状態で保管して

いると。保管容器の周囲では、人体や環境に

影響を及ぼす放射線は検出されていないとの

説明を米軍から受けている。

また、本件廃棄物は、東京電力を含む日本

側が責任を持って処分すべきであるが、具体

的な処分方法については、東京電力を含む日

本側で検討しているところであるため、やむ

を得ず米軍に、施設区域で引き続き保管する

よう要請しているものである。しかしなが

ら、可能な限り早く処分できるよう、日本側

の検討及び日米間の協議を加速させたいと考

えているとのことでありました。

このように、外部に影響がないとされてい

るものの、放射性廃棄物が処分されるまでに

は相当の期間が要すると思われます。

このことから、今後も関係機関との連携を

図りながら、市民の皆さんが不安を感じるこ

とのないように、引き続き情報収集に努めて

まいりたいと、このように考えております。

私からは、以上であります。

○副議長（小比類巻雅彦君） 副市長。

○副市長（大塚和則君） 中小零細企業の支

援についての１点目、地元企業の育成と雇用

と消費をふやすための施策についてお答えを

いたします。

現在、当市におきましては、中小零細企業

への支援・育成対策として、商工会商工振興

事業費補助金を通じて、経営改善普及活動強

化対策事業や地域活力創造事業、誘客対策事

業などを行っております。

具体的には、税務、労務等の手続の指導か

ら、経営改善に向けた個別指導や講習会、研

修会のほか、事業者が新たな分野への進出を

図るための研修会の実施や、年間を通じた各

種イベントなどを多数開催し、誘客に努めて

いるところであります。
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また、建設分野における地元企業の活性化

対策といたしましても、産業活性化住宅新築

リフォーム支援事業を昨年度から引き続き実

施しているところであります。

そのほか、事業者の売上高の減少に対する

支援といたしましては、当市独自の各種融資

制度や、県と共同歩調で進めている融資制度

を実施するなど、さまざまな支援対策を行っ

ております。

また、今年度におきましては、厚生労働省

が行っている地域雇用創造推進事業の事業採

択へ向けた申請の準備を進めているところで

あり、このことによって、雇用の拡大、人材

の育成、就職促進の三つ目のメニューの事業

を展開しながら雇用の創出を図っていきたい

と考えております。

具体的には、国際色を生かした商店街づく

りのためのセミナーの開催や、地元ブランド

商品の開発と販路拡大支援、国際観光ガイド

養成講座の開催などを検討しており、消費の

拡大を軸とした雇用創出につなげてまいりた

いと考えております。

いずれにいたしましても、現在の長引く不

況の状況下において、地方における経済の活

性化対策につきましては、非常に困難をきわ

める事案でありますが、当市といたしまして

は、地元中小零細企業の活力こそが消費の拡

大、雇用の創出を含めた市経済の発展につな

がると考えているところであります。

今後におきましても、引き続き地元中小企

業者に対する適切な支援を行ってまいりたい

と考えております。

○副議長（小比類巻雅彦君） 総務部長。

○総務部長（工藤智彦君） 中小零細企業の

支援についての御質問のうち、小規模工事希

望者登録制度の導入についてお答えいたしま

す。

市に税金を納めている地元の小規模工事業

者を優先するために、小規模工事希望者登録

制度を導入する考えはないかとの御質問であ

りますが、小規模工事希望者登録制度は、一

般的に、小規模事業者の受注機会の拡大に努

め、小規模事業者の育成や地域経済の活性化

に寄与することを目的に、小規模な工事や修

繕の受注を希望する業者に登録してもらう制

度であります。

地元業者への発注につきましては、従来か

ら当市の基本姿勢は、競争性、公平性、透明

性の確保に留意した上で、地元業者の育成と

雇用機会の拡大を図るため、地元業者で施工

可能な工事は地元工事業者に発注してきてお

りますし、今後もその姿勢は変わらないもの

であります。

また、３０万円以下の小規模工事や修繕の

受注につきましては、担当課長の決裁で発注

でき、市に入札参加資格登録をしていない小

規模な地元業者も受注可能となっておりま

す。

以上のように、当市では、小規模工事希望

者登録制度によらなくても対応できているこ

とから、現時点では、同制度を導入する必要

はないものと考えております。

次に、御質問の公共工事等に係る公契約条

例の必要性についてお答えいたします。

公共工事と役務の業務委託について、労働

者の賃金と労働環境を守るために、公契約条

例が必要ではないかとの御質問であります

が、長引く経済不況の中、疲弊した地域経済

を立て直すための取り組みとして、公共工事

に従事する建設労働者の適正な賃金が確保さ

れなければならないということに関しまして

は十分に認識しているところであります。

しかしながら、公契約につきましては、国

における明確な方針が示されておらず、ま

た、一地方自治体において条例を制定するに

当たっても、最低賃金法との整合性や条例の

実効性など、さまざまな課題を抱えているの

が現状であります。

このようなことから、公契約条例につきま

しては、最低賃金法の見直しや公契約法の制

定など、国が法的措置を講ずるべきものと認

識しておりますことから、今後の国における

動向を注視してまいりたいと考えておりま

す。
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以上でございます。

○副議長（小比類巻雅彦君） 健康福祉部

長。

○健康福祉部長（宮古直志君） 福祉問題の

福祉安心電話の普及率と、その周知方法につ

いてお答え申し上げます。

当市では、高齢者福祉サービスの事業とし

て、ひとり暮らし高齢者等で住民税非課税世

帯の方を対象に、福祉安心電話の加入を支援

し、生活の安心・安全の確保を図るため、無

償で設置・加入できる緊急通報装置設置事業

として実施しております。

この福祉安心電話は、機器本体、携帯用の

ペンダント、火災報知器の３種類の機器を設

置し、緊急時の支援を行うシステムとなって

おります。ひとり暮らしの不安を和らげると

ともに、社会福祉協議会による週１回の電話

訪問での安否確認や各種相談を行うことによ

り、地域で安心して生活できるよう支援する

制度でございます。

御質問の普及率につきましては、設置対象

者である６５歳以上のひとり暮らしの方、人

数１,０９０人に対し、設置台数は９２台で

８.４％となっており、そのうち身体障害者

の方の設置台数は２４台でございます。

設置理由の主なものは、病気、障害、高齢

によるものなどとなっており、福祉安心電話

の設置時の平均年齢は約８２歳となっており

ます。

次に、周知方法についてでありますが、ま

ず、当市で実施しているひとり暮らし高齢者

実態調査におきまして、在宅介護支援セン

ターの相談員が高齢者の自宅を直接訪問し

て、制度の説明などにより周知を図っており

ます。

また、地域の民生委員の方々にも、ひとり

暮らし高齢者世帯を訪問した際に、制度の説

明や申請の助言・支援をしていただいており

ます。

その他の周知方法として、福祉事務所の窓

口相談、ホームページ等の掲載や、介護事業

所を通して、必要と思われる方への周知・説

明を行っております。

今後におきましても、周知活動を継続する

とともに、ひとり暮らし高齢者などの安心し

た暮らしを守るため、福祉安心電話の普及に

努めてまいりたいと考えております。

以上でございます。

○副議長（小比類巻雅彦君） 経済部長。

○経済部長（中野渡 進君） 原発事故に伴

う農水産物の安全対策についてお答えいたし

ます。

東日本大震災に端を発した東京電力福島第

一原子力発電所の事故により大量の放射性物

質が放出され、福島県を中心に、農林水産物

の出荷制限や風評被害など、農林漁業者への

直接・間接的被害だけではなく、消費者の食

への不安が広がるなど、大きな問題になって

おります。

このような原発事故に起因した農水産物の

安全対策及び風評被害については、青森県内

にまで影響を及ぼしていることから、県で

は、県産農林水産物の安全性を確認すること

を目的に、放射性物質測定機器を４台購入

し、本年７月より、農林水産物の放射性物質

のモニタリング調査を開始いたしました。

当該モニタリング調査の概要といたしまし

ては、県内全域を対象とした農林水産物約

１,０００検体について、市町村をはじめ、

各関係機関、生産者の立ち会いのもと採取

し、測定結果を県のホームページで公表する

ものであります。

９月１日現在の調査結果によりますと、当

市の代表的な作物である大根、ニンニク、バ

レイショ、ゴボウ、キャベツ、水稲、また、

三沢沖で採取したゴマサバ、スルメイカから

は、いずれも放射性物質が検出されず、安全

性が示されたところであり、今後におきまし

ても、ナガイモや稲わら、サケ、ホッキガイ

など、数検体について引き続き調査を実施す

ることといたしております。

次に、当市の取り組みといたしましては、

国が７月２５日付で、高濃度の放射性セシウ

ムが含まれる可能性のある堆肥等の施用、生
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産、流通の自粛について通知したことを受

け、流通や施用を未然に防止する目的とし

て、７月２９日と８月１日に畜産農家、８月

３日には野菜生産農家等に対し、緊急に説明

会を開催し、情報提供や意見交換をいたしま

した。

また、国は８月１日付で、放射性セシウム

を含む肥料、土壌改良資材、培土及び飼料の

暫定許容値の設定について通知をしたことか

ら、市は市内で生産された堆肥の安全性を早

期に確認するため、独自調査によりまして、

８月５日から８日にかけて、畜産農家１４戸

から採取した堆肥の放射性物質検査を実施し

たところ、すべての堆肥について、暫定許容

値以下の測定結果となり、堆肥の安全性が確

認された旨を畜産農家、野菜生産農家及びマ

スコミに対してお知らせしたところでありま

す。

また、直接、生産・流通に携わるおいらせ

農業協同組合や三沢市漁業協同組合におきま

しても、独自の調査を実施するなど、風評被

害に対する迅速な対応ができる体制づくりを

しております。

今後におきましては、市内農家の皆様方を

はじめ、消費者の皆様方の一番の関心であり

ます食の安全性について、県のモニタリング

調査結果を含め、市の独自調査も行いながら

市のホームページ上でお知らせするなど、当

市の農水産物の安全・安心をＰＲしてまいり

たいと考えております。

○副議長（小比類巻雅彦君） ４番。

○４番（奥本菜保巳君） それでは、再質問

させていただきます。

まず１点目です。基地内低レベル放射性廃

棄物保管についてですが、この問題、低レベ

ル放射性廃棄物が基地内に保管されていると

いう情報提供が極めて遅いということです。

トモダチ作戦は３月末から４月ごろの話で

すし、それがなぜ今ごろになって、外務省か

ら簡単な内容のものでしか来なかったのか。

しっかりとした詳しい情報をもっと早く提供

できなかったのか。人体や環境に影響が及ぶ

放射線ではないからいいというわけではない

と思います。

基地に起因する問題は多いです。軍事機密

でもないわけですから、地元にかかわること

はしっかりと報告してもらうという体制で臨

まなければ、地元軽視につながり、何でも簡

単な事後報告で終わってしまうということが

懸念されます。

外務省云々ではなく、地元自治体、当局と

して、地元司令官に対してどのような対応を

したのでしょうか、この点について伺いたい

と思います。

次に、中小零細企業の支援、公契約条例に

ついて再質問をさせていただきます。

今まで当局、行政の皆さんが、中小零細企

業の育成のために一生懸命対応していたとい

うことは私も知っています。

しかし、地元の中小零細企業が、ただ補助

金や資金の貸し付けだけの支援では、それだ

けでは、やはりなかなか発展できない。やは

り自力をつけていただく、力をつけていただ

く、そのための社会的価値の向上に努めてい

ただけるような支援が必要だと思います。

各種セミナーなど、情報提供だけではなく

て、例えば専門的な──行政の皆さんは人事

異動があって、一生懸命やっていらっしゃる

のですが、違う担当の方に移るケースもあり

ます。大変専門的な──企業誘致にしても、

産業育成にしても、本当にこれはプロでなけ

ればなかなか難しいものだと私は思っていま

す。

ですので、専門的な知識と経験を持ってい

るプロの方を登用して、地元企業を導いてい

ただけるような、そういうふうなことで自力

をつけていただく。地元の企業の方にどんど

ん努力をしていただいて、そして、地元では

できないというハードルの高い公共事業に対

してもきちんと対応できる、それだけ自力を

つけていただける企業に成長していただける

ような、そういう支援が必要ではないかなと

思います。ぜひそのことについても御答弁を

お願いしたいと思います。
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そして、公契約ですけれども、当市が発注

する公共工事で、地元の業者を活用されてい

る。そして、その地元の業者で働く若い

方々、こういった方々が結婚して子供を育て

られる、そういう賃金が私は必要だと思いま

す。

調べたところ、三沢市の公共工事の落札

率、平均で大体９３％です。それがしっかり

と働いている人たちに還元されるようにする

べきですし、それが公共サービスの質を高め

て、市民が安心して暮らすことのできる地

域・社会づくりへと発展していくと思いま

す。

そのことを踏まえながら、そういう方向性

で検討すると。すぐに公契約条例をつくると

いうことは大変なことです。しかし、一度、

中身をしっかりと検討していただき、働いて

いる方たちの条件等を精査していただきた

い。そういうことで、方向性をどのようにさ

れるのかということをもう一度聞きたいと思

います。

次に、最後ですが、福祉安心電話の普及に

ついて再質問させていただきます。

周知も一生懸命頑張っていらっしゃるとい

うことは、よく理解できましたけれども、実

際には、やはり９２台、８.４％で、私は

もっと必要な人がたくさんいらっしゃると思

います。

私は、税務課から聞いたら、非課税世帯の

６５歳以上は１,６００人いるというふうに

聞いたので、やはりその中で９２台というの

は、私はちょっと少な過ぎるのではないかと

思っています。もっと必要な方も実際に私は

見ていますし、この辺のことで、もっと周知

徹底が必要だと思います。

あと、ボランティアさんが、これは週に１

回電話をかけるボランティアさんなのです

が、この方たちが少ないということで、この

ボランティアさんの募集にも力を入れるべき

ではないかなというふうに思います。そのこ

とについてもう一度お伺いしたいと思いま

す。

○副議長（小比類巻雅彦君） 答弁願いま

す。

政策財政部長。

○政策財政部長（米田光一郎君） 基地内の

放射性廃棄物の再質問にお答えいたします。

情報提供が遅い、しっかりと報告を求める

べきであろうかと。例えば、市長が地元の司

令官に直接情報提供を求めるべきではないか

ということでございますが、情報提供そのも

のが外務省からございましたので、その内容

を再度、発信元である外務省に通すのが筋で

あると考えております。

以上であります。

○副議長（小比類巻雅彦君） 副市長。

○副市長（大塚和則君） 中小零細企業に

もっと力をつけるような専門的な指導員とい

うお話でございます。

今まさに商工会のほうで、そういう専門的

な経営の指導を行っている指導員がいらっ

しゃいまして、いろいろな税務とか財務と

か、さまざまな指導をやっているわけでござ

います。それも一つの方法ではないかという

ふうに思います。

また、先ほど私のほうで答弁をさせていた

だきました、地域雇用創造推進事業というも

のを、今、厚生労働省のほうで事業化をして

おりますが、これに向けて、採択に向けて、

今、準備を進めておりまして、これは来年３

月が採択の期限でございます。それに向けて

今、作業を進めておりますが、この事業その

ものは３カ年の事業でございまして、１カ年

当たり５,０００万円ぐらいの補助金が出る

と。これは、まさに中小企業の育成、それか

ら雇用を生み出す対策、さまざまな専門的分

野での講師を招いて具体的な指導をしていた

だくと。まさに今、議員がおっしゃったよう

な形の事業が展開できるというふうに思って

おりますので、この採択に向けて、私どもの

ほうで今、鋭意作業を進めているところでご

ざいます。

以上です。

○副議長（小比類巻雅彦君） 総務部長。
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○総務部長（工藤智彦君） 公契約条例の再

質問にお答えさせていただきます。

当市では、下請業者でありますとか、ある

いは労働条件の悪化を未然に防ぐために、

５,０００万円以上の工事につきましては、

低入札価格調査制度を適用しておりまして、

今後につきましても、同制度により、労働条

件の悪化につながるダンピング防止に努めて

まいりたいというふうに考えております。

また、公契約条例の件につきましては、や

はり賃金とか、あるいは労働条件等につきま

しては、国において法律によって制定すべき

ものというふうに認識しておりますことか

ら、今後も国の動向を注視してまいりたいと

いうふうに考えております。

以上でございます。

○副議長（小比類巻雅彦君） 健康福祉部

長。

○健康福祉部長（宮古直志君） 福祉問題の

再質問についてお答え申し上げます。普及率

を上げるための周知方法、また、ボランティ

アということについての回答をさせていただ

きたいと思います。

まず、普及率を上げるためということも先

ほど議員さんからございました。実は、先ほ

ど私、答弁で申し上げましたけれども、今

回、安心・安全の電話をつける主な設置理由

として、病気、障害、高齢等の要因を挙げさ

せていただきました。

そのほかに、これをやるに当たって、実は

近くに自分の子供さんがいて、必要がないと

いうふうな御意見もございました。また、親

族が近くにいるので安心だという御意見もご

ざいました。また、大変これは恐縮なのです

けれども、比較的若くて健康なので余り必要

ないという御意見も多々ございました。

これらも踏まえまして、我がほうとしまし

ては、この事業につきまして十分検証しなが

らやっていきたいと思っております。

ちなみに、十和田市が普及率３.７％、八

戸３.４％、三沢は８.４％ということで、数

字的には若干多いように感じられますけれど

も、これにつきましても十分内容を精査しな

がら、この事業を進めてまいりたいと考えて

おります。

また、ボランティアのことについての御質

問がございました。これにつきましては、業

務の委託先でございます社会福祉協議会と十

分連携を図りながら、この事業の推進に当

たっていきたいと思っております。

以上でございます。

○副議長（小比類巻雅彦君） ４番。

○４番（奥本菜保巳君） それでは、再々質

問させていただきます。

まず、先ほどの１点目の問題ですが、外務

省云々ではなくて、さっきも私は言いました

けれども、事件は外務省で起こっているので

はなくて、地元で起こっているのです。です

から、地元の対応というのが一番大事だと思

います。そんな無責任な対応というのは、私

は絶対にするべきではないと思いますので、

これはもう一度答弁をお願いしたいと思いま

す。

国に任せるのではなくて、自分の地域は自

分たちで守るというような意気込みがなけれ

ば、私は、行政というのは姿勢がなっていな

いと思いますので、その辺もう一度お願いし

ます。

あと、安心電話の件ですけれども、普及率

が８.４％で、八戸とか十和田に比べて多い

というふうな話をされていましたけれども、

おいらせ町では、５００人ぐらいの方に対し

て９０台を設置されています。ですから、私

は、ほかの自治体でいいことをやっているな

らまねるべきだと思いますが、ほかがつけて

いないから、うちもいいのだという話にはな

らないわけですよ。

私もある方に、ぐあいがいつも大変悪く

て、８６歳の方ですが、最初は要らないと

言ったのです、安心電話は。だけれども、家

族が心配しているのですよ。たった一人でお

母さんがいると、いつ倒れるかわからないわ

けですから。私は、家族が安心するから、つ

けたらどうですかという話をしました。実際
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に、遠慮していましたけれども、つけまし

た。そうしたら、つけたときに大変喜んでい

たのですよ。ボランティアさんが１週間に１

回、大丈夫ですかと話を聞いてくれると、す

ごく安心だというふうに喜んでくれているの

ですよ。

ですから、そういうふうな話は必要ないと

思います。きちんと必要な方に、要らないか

らとか、そういう問題ではないのですよ。つ

けるべきだと思います。もう一度答弁をお願

いします。

○副議長（小比類巻雅彦君） 答弁を願いま

す。

政策財政部長。

○政策財政部長（米田光一郎君） 放射性廃

棄物の再々質問にお答えいたします。

当該問題は、三沢以外の八つの基地でも同

様の問題がございます。そのため、統一的な

判断が必要であろうかと思います。このこと

から、市長が司令官に問い合わせするより

も、外務省に問い合わせしたほうがより適切

であると考えております。

以上であります。

○副議長（小比類巻雅彦君） 健康福祉部

長。

○健康福祉部長（宮古直志君） 再々質問に

お答え申し上げます。

この事業につきましては、先ほど来お話し

しましたけれども、十分に検証の作業を行

い、議員さんお話のとおり、十分にこれにつ

いてはいろいろと状況、また、社会的なニー

ズ等もはかりながら、十分検証して実施して

いきたいと思っております。

以上でございます。

○副議長（小比類巻雅彦君） 以上で、４番

奥本菜保巳議員の質問を終わります。

─────────────────

○副議長（小比類巻雅彦君） 本日は、これ

をもって散会いたします。

なお、明日も引き続き、一般質問を行いま

す。

午後 ３時３０分 散会


